
秦
始
皇
の
貨
幣
統
一

に
つ
い
て

稲

葉

良日

は

じ

め

に

一
泰
代
貨
幣
に
闘
す
る
出
土
資
料
の
検
討

二
史
記
・
漢
書
に
お
け
る
閥
連
記
事
の
後
討

地

向

号

一

回

』主

じ

め

n
ヨ

中
園
で
は
春
秋

・
戦
園
時
代
に
そ
れ
ぞ
れ
起
源
を
異
に
す
る
貨
幣
(
銅
銭
)
が
各
地
で
造
ら
れ
流
通
し
て
い
た
。
華
北
の
黄
河
流
域
で
は
、

下
流
の
斉

・
燕
園
を
中
心
に
万
貨
が
、
そ
の
上
流
の
三
菅

・
鄭

・
衡
な
ど
の
園
々
を
中
心
に
布
貨
が
、
ま
た
華
中
の
、
い
わ
ゆ
る
江
准
地
方
で

は
銅
貝
す
な
わ
ち
蟻
鼻
銭
が
流
通
し
て
い
た
。

戦
園
の
割
擦
は
秦
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
が
、
始
皇
帝
は
統
一
政
策
の

一
環
と
し
て
戦
園
の
各
種
の
貨
幣
(
銅
銭
)
を
底
止
し
、

幣
、
方
孔
園
銭
宇
雨
銭
を
ば
全
圏
に
流
通
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
貨
幣
を
統

一
し
た
。

一
つ
(
上
幣
)
に
採
用
さ
れ
、
鑑
を
車
位
と
し
て
使
用
さ
る
べ
き
こ
と
も
定
め
ら
れ
た
。

さ
れ
て
い
た
珠
玉
・
亀
貝

・
銀
錫
の
類
は
交
換
手
段
か
ら
姿
を
消
し
た
。

秦
圏
の
貨

ま
た
こ
の
銅
銭
(
下
幣
)
と
と
も
に
黄
金
が
貨
幣
の

」の
貨
幣
統
一
に
伴
な
い

」
れ
ま
で
取
引
に
併
用
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い
わ
ば
東
洋
史
上
の
常
識
の
中
の
常
識
と
さ
れ
て
き
た
秦
始
皇
帝
の
貨
幣
統
一
の
姿
は
大
凡
そ
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

っ
て
よ

い
。
し
か
し
解
放
後
、
新
中
閣
の
考
古
摩
的
護
掘
の
成
果
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
に
従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
動
か
な
い
事
賓
と
さ
れ
て
き
た
こ
の
秦
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の
貨
幣
統
一
と
い
う
歴
史
事
象
に
疑
問
が
投
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

考
古
準
的
援
掘
報
告
で
秦
の
統
一
貨
幣
、
中
十
両
銭
(
秦
牢
雨
)
は
快

四

・
四
川
省
と
い
う
戦
闘
秦
閣
の
領
内
か
ら
の
み
出
土
し
、
他
地
域
か
ら
は
出
土
し
な
い
と
い
う
事
貨
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
こ
れ
に
以
前
か
ら

指
摘
さ
れ
て
い
た
秦
牢
雨
の
形
態
・

重
量
が
二
疋
し
な
レ
と
い
う
事
質
も
重
ね
合
さ
れ
て
、
秦
は
貨
幣
統
一
を
制
度
化
し
た
も
の
の
、

現
買
に

は
貨
幣
統
一
政
策
を
進
行
す
る
だ
け
の
力
量
を
持
ち
合
せ
て
い
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
が
提
出
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
る
。

し
か
し
出
土
資
料
は
こ
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
歴
史
事
質
を
否
定
す
る
事
質
を
提
供
す
る
一

方
、
文
献
賀
料
の
記
述
内
容
を
補
足
す
る
よ
う
な

事
宜
も
提
供
す
る
。
文
献
の
記
載
で
は
詳
ら
か
で
な
か
っ
た
黄
金
貨
幣
の
形
態
や
流
通
範
圏
・
期
間
な
ど
が
、
今
日
、
出
土
資
料
か
ら
明
ら
か

に
さ
れ
て
レ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
出
土
資
料
は
文
献
資
料
と
は
異
な
っ
た
側
面
の
事
買
を
提
供
し
て
、
醤
来
の
歴
史
像
の
修
正
を
泊
り
つ
つ
あ
り
、

と
く
に
出
土

資
料
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
貨
幣
統
一
の
寅
態
の
提
示
は
文
献
資
料
の
限
界
を
一
示
す
と
と
も
に
、

そ
の
信
恵
性
に
疑
問
を
懐
か
せ
る
。
文
献
資
料
は
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制
度
の
原
則
を
述
べ
る
に
過
ぎ
ず
、
歴
史
の
現
買
の
姿
を
体
え
て
い
な
い
、
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

小
稿
は
、
出
土
資
料
の
示
す
事
寅
と
文
献
資
料
の
記
述
内
容
と
を
客
観
的
・
批
判
的
に
吟
味
し
て
採
る
べ

き
歴
史
像
を
模
索
す
る
も
の
で
あ

先
ず
出
土
資
料
に
よ
っ
て
補
足

・
充
買
さ
れ
つ
つ
あ
る
黄
金
貨
幣
の
貫
態
の
紹
介
及
び
問
題
提
起
を
行
な
い、

介
、
文
献
資
料
の
批
判
的
検
討
を
通
し
て
、
秦
の
貨
幣
統
一
と
レ
う
歴
史
事
象
に
接
近
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

銅
銭
の
流
通
紋
況
の
紹

秦
代
貨
幣
に
闘
す
る
出
十
一
資
料
の
検
討

付

寅

人
五E

周
知
の
よ
う
に
、
解
放
後
の
新
中
閣
の
多
彩
な
設
掘
報
告
は
、
こ
れ
ま
で
文
献
で
は
窺
い
得
な
か
っ
た
事
買
を
明
る
み
に
出
し
、

で
し
か
知
り
得
な
か
っ
た
事
象
に
具
般
像
を
興
え
つ
つ
あ
る
。
戦
園

・
秦
漢
時
代
の
貨
幣
、
黄
金
と
銅
銭
に
閲
し
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。

ま
た
文
献

黄
金
に
闘
し
て
は
歴
史
紋
速
で
は
窺
い
得
な
か

っ
た
具
践
的
な
事
買
が
明
る
み
に
出
さ
れ
、
銅
銭
に
閲
し
て
は
従
来
の
歴
史
的
認
識
と
は
矛
盾



す
る
寅
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

先
ず
黄
金
に
関
し
て
は
、
文
献
的
に
も
、
例
え
ば
『
管
子
』

で
は
珠
玉
・
黄
金
・
刀
幣
(
銅
貨
〉
の
三
種
類
の
貨
幣
の
存
在
、
が
示
唆
さ
れ、

そ
の
外
、
戦
園
・
秦
漢
時
代
の
諸
文
献
に
も
百
鑑
・
千
斤
等
の
黄
金
賜
輿
の
記
録
が
あ
り
、
首
時
、

E
額
の
債
値
の
授
受
に
は
黄
金
の
用
い
ら

れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
嘗
時
の
貨
幣
制
度
を
絞
速
し
た

『
史
記
』
卒
準
書
お
よ
び
『
漢
書
』
食
貨
志
下
で
は
、
黄
金
が

一
定
の
重
量
を

単
位
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
こ
と
に
燭
れ
る
の
み
で
、
そ
の
使
用
形
態
に
闘
す
る
詳
細
な
記
述
が
な
く
、
一
方
、
買
物
を
調
べ
よ
う
に
も
、
黄
金

は
漢
代
に
は
大
量
に
圏
外
に
流
出
し
て
、
そ
の
絶
劉
量
が
少
な
い
上
に
、
地
下
に
埋
識
さ
れ
た
も
の
も
、
黄
金
の
債
値
の
高
さ
の
放
に
、
出
土

す
る
と
護
見
者
に
よ
っ
て
私
か
に
慮
分
さ
れ
て
し
ま
う
の
が
殆
ん
ど
あ
っ
た
か
ら
、

」
れ
ま
で
そ
の
寅
態
を
解
明
し
よ
う
に
も
不
可
能
な
紋
況

黄
金
を
特
定
の
階
級
の
人
々

の、

①
 

し
、
そ
の
貨
幣
的
機
能
を
否
定
す
る
見
解
さ
え
提
出
さ
れ
て
い
る
。

に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
一
部
の
研
究
者
か
ら
は

特
殊
な
用
途
に
の
み
用
い
ら
れ
た
幣
財
と

解
放
後
は
、
政
府
の
遺
物
保
存
の
指
導
が
徹
底
さ
れ
た
結
果
、

量
の
黄
金
が
集
積
さ
れ
て
、
研
究
の
資
料
と
し
て
利
用
で
き
る
ま
で
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
黄
金
が
出
土
す
る
度
毎
に
公
表

・
公
開
さ
れ
、
今
日
で
は
か
な
り
の
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か
か
る
出
土
資
料
を
整
理
し
て
、

黄
金
の
使
用
形
態
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
の
は
関
野
雄
氏

「
金
餅
考
|
戦
園

・
秦
漢
の
金
貨
に
関
す
る

②
 

一
考
察
l
」
で
あ
る
。
関
野
氏
は
こ
の
論
文
で
、
黄
金
貨
幣
の
み
で
な
く
、
そ
の
明

(
泥
)
銭
を
も
傍
謹
資
料
と
し
て
利
用
し

つ
つ
、

戦
園

秦
漢
時
代
に
は
黄
金
が
一
斤
の
重
さ
の
金
餅
の
形
で
使
用
さ
れ

い
わ
ゆ
る
金
版
(
邸
愛
〉
と
は
別
の

形
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

し
か
し
そ
の
後
の
新
資
料
の
出
土
は
関
野
氏
の
研
究
を
幾
つ
か
の
黙

で
不
備
な
も
の
と
し
た
。
文
化
革
命
後
の
新
し
い
豊
富
な
出
土
資
料
を
整
理
し
、
関
野
氏
の
研
究
に
修
正
を
加
え
た
の
は
安
志
敏
氏

「
金
版
輿

@
 

金
餅
|
楚
漢
金
幣
及
其
有
開
問
題
|
」
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
詳
細
な
貫
測
-
ア
l
タ
を
整
理
し
、
金
版
と
金
餅
の
賀
態
を
解
明
し
た
務
作
で
あ

と
と
も
に
、
嘗
時
の
貨
幣
経
済
の
趨
勢
に
も
大
臆
な
提
言
を
行
な

っ
た
。

る
カL

一
部
に
先
入
見
に
執
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
主
張
が
あ
る
。
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以
下
、

多
少
冗
長
に
亙
る
嫌
い
は
あ
る
が
、
関
野
・
安
雨
氏
の
研
究
を
中
心
に
、
戦
闘

・
秦
漢
時
代
の
黄
金
貨
幣
の
概
要
と
問
題
貼
を
紹
介
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し
よ
う
。

金

版

一
般
に
そ
の
刻
印
文
の
故
に
部
委
と
呼
ば
れ
て
レ
る
金
版
は
、
純
度
の
高
い
黄
金
の
板
の
上
に
縦
横
に
部
委
ま
た
は
陳
雲
の
二
字
が
刻
印
さ

れ
た
も
の
で
あ
旬
。
刻
印
部
長

・
陳
長
の
愛
字
は
こ
れ
ま
で
等
と
同
義
と
解
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
で
は
再
字
に
得
さ
れ
、
秤
量
の
意
に
解
さ

⑤
 

れ
て
い
る
。

こ
の
金
版
の
出
土
品
は

一
印
或
い
は
数
印
の
刻
印
を
も
つ
も
の
が
匪
倒
的
に
多
く
、

形
態

・
重
量
の
不
統
一
か
ら
金
版
一
挟
(
枚
)
の
標
準

的
な
大
き
さ
は
不
明
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
泥
版
な
ど
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
金
版
一
攻
の
あ
る
べ
き
標
準
的
形
態
は
一

斤
十
六
印
で

@
 

あ
る
ら
し
い
。
但
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
あ
る
べ
き
標
準
的
形
態
で
あ
っ
て
、
現
買
の
金
版
の
形
態
は
、

露
金
技
術
の
未
熟
さ
か
ら
か
、
多

様
で
あ
り
、
切
取
ら
れ
た
金
版

一
印
の
大
き
さ
や
重
量
も
裁
断
方
法
の
相
異
か
ら
直
々
で
一

定
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
質
か
ら
、
首
時
は
郵

⑦

③
 

潟

・
陳
将
の
印
が
む
し
ろ
保
護
の
刻
印
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、

貫
際
の
取
引
き
に
お

い
て
は
、
例
え
ば
安
徽
阜
南
出
土
の
黄
金
の
よ
う
に
、
金
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版

・
金
餅
の
細
片
が
法
馬
な
ど
の
衡
器
に
よ
っ
て
計
量
さ
れ
授
受
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る。

金
版
の
出
土
地
は
戦
闘
楚
園
の
領
内
が
匪
倒
的
に
多
い
。
こ
れ
ま
で
に
安
徽
(
合
肥

・
底
江

・
康
徳

・
梨

・
窪
郎
・
南
淳

・
阜
商

・
六
安

・
臨
泉
)
、

江
蘇
(
高
淳

・
句
容

・
江
寧

・
資
胞
・
貯
胎
・

南
京
・
柿

・
丹
揚
・
江
陰
)
、
湖
北
(江
陵
)
の
外
、
侠
西
(
西
安

・
威
陽
)
、

⑨
 

出
土
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
金
版
は
楚
園
を
中
心
と
し
、

そ
の
郊
接
地
域
に
も
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。 山

東

(
臨
泌
)
な
ど
か
ら
も

ま
た
金
版
の
使
用
(
流
通
?
)
さ
れ
た
期
聞
は
か
な
り
長
い
。

部
再
の
泥
版
が

戦
園
墓
か
ら
だ
け
で
な
く
、

西
漢
前
期
墓
か
ら
も
四
妹
牢
南

銭
と
と
も
に
出
土
す
る
事
寅
に
照
す
と
戦
園
時
代
よ
り
秦
代
を
経
て
西
漢
前
期
ま
で
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。

金
版
に
闘
す
る
問
題
貼
は
金
版
流
通
の
衰
退
の
事
由
で
あ
る
。
安
氏
は
金
版
を
金
餅
と
交
替
関
係
に
お
き
、
金
版
は
戦
園
時
代
か
ら
西
漠
前

⑪
 

期
、
す
な
わ
ち
金
餅
が
使
用
さ
れ
る
西
漠
中
期
以
前
ま
で
流
通
し
て
レ
た
と
し
、
関
野
氏
は
金
餅
の
流
通
を
前
提
と
し
て
金
版
を
銅
銭
と
交
替



関
係
に
お
き
、
一
斤
未
満
の
取
引
き
に
使
わ
れ
て
い
た
金
版
は
低
額
の
青
銅
貨
幣
(
四
録
宇
爾
銭
〉
の
普
及
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
取

っ
て
代
ら

⑪
 

れ
、
五
妹
銭
の
普
及
に
先
立
っ
て
腰
止
さ
れ
た
、
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
前
者
、
す
な
わ
ち
安
氏
の
説
に
射
し
て
は
泥
餅

・
泥
版

・
泥
牢
雨

@
 

の
同
時
に
出
土
し
た
事
例
が
あ
り
、
金
餅

・
金
版
は
並
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
従

っ
て
金
餅
が
金
版
に
取

っ
て
代

っ
た
と
い
う
主
張
は
成
立

し
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
関
野
氏
の
主
張
に
闘
し
て
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
債
値
に
雲
泥
の
差
の
あ
る
黄
金
と
銅
銭
を
同
列
の
交
替
関
係

に
お
く
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
債
値
の
近
似
し
た
も
の
を
代
替
者
に
想
定
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
武
帝
期
に
は
同
じ
金
餅

⑬

@
 

で
も
重
さ
一
一
闘
の
小
金
餅
が
造
ら
れ
使
用
さ
れ
て
お
り
、
金
版
は
む
し
ろ
こ
の
小
金
餅
の
登
場
で
慶
さ
れ
る
に
至
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

金

餅

金
餅
は
や
は
り
純
度
の
高
い
黄
金
を
素
材
と
し
て
造
ら
れ
た
固
形
餅
献
の
金
塊
で
あ
る
。
こ
の
固
形
餅
扶
の
金
餅
に
は
大
小
二
種
類
あ
り
、

大
型
の
金
餅
は
大
健
二
五
O
g
、
小
型
の
も
の
は
大
陸
二
ハ

g
、
す
な
わ
ち

一
斤
と
一
雨
の
重
量
に
嘗
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
金
餅
の
外
に
、
武

@
 

帝
期
の
鋳
造
に
か
か
る
馬
蹄
金
お
よ
び
麟
祉
金
と
呼
ば
れ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
馬
蹄

・
麟
祉
の
形
に
造
ら
れ
た
金
塊
が
あ
る
。

金
餅
の
出
土
地
は
湖
南
(
長
沙
・
衡
陽
)
、
湖
北
(
宜
昌
〉
、
安
徽

(案

・
阜
南
)
、
江
蘇
(
銅
山
)
、
河
南
(
鄭
州
)
、
快
西
(
威
陽

・
興
卒

・
臨
時
四
)
、

山
西
(
大
原
〉
、
河
北
(
満
城
)
、
康
西
(合
浦
〉
で
、
中
心
は
や
は
り
戦
園
楚
園
の
領
域
で
あ
る
が
、

を
も
っ
て
レ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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殆
ん
ど
全
圏
的
と
も
い
え
る
麿
い
流
通
園

金
餅
の
流
通
期
間
に
つ
い
て
は
意
見
の
岐
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
関
野
氏
は
金
餅
は
鞍
園
末
よ
り
前

・
後
漢
時
代
に
主
と
し
て
流
通
し
、
そ

れ
以
後
の
時
代
に
も
数
量
は
少
い
が
使
用
さ
れ
た
と
す
る
の
に
封
し
て
、
安
氏
は
金
餅
は
前
漢
中
葉
以
後
、
金
版
に
代
っ
て
用
い
ら
れ
流
通
し

た
と
す
る
。
安
氏
は
金
餅
の
重
量
が
大
陸
二
五
O
g
一
斤
で
あ
る
事
買
を
重
視
し
、

文
献
の
記
載
に
見
え
る
秦
の
黄
金
の
重
量
皐
位
鐙

(約
一-一

二
O
g
)
は
金
餅
の
重
量
に
一
致
せ
ず
、
か
り
に
秦
が
金
餅
を
使
用
し
た
と
す
れ
ば
、

金
餅
の
重
量
は
却
っ
て
漢
の
重
量
翠
位
斤

(
約
二
五
O
E
)
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に
相
賞
す
る
と
い
う
矛
盾
に
逢
着
す
る
、

と
の
理
由
で
金
餅
の
秦
代
流
通
を
否
定
す
る
。
恐
ら
く
こ
の
認
識
に
執
わ
れ
て
レ
る
の
で
あ
ろ
う
。
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戦
闘
末
期
、漢
代
以
前
と
認
め
ら
れ
る
出
土
例
を
、
い
ず
れ
も
明
確
な
讃
擦
を
紙
く
と
し
て
逐

一
批
判
し
て
退
け
、
そ
の
時
代
設
定
を
引
下
げ
て

⑮
 

い
る
。
確
か
に
安
氏
の
引
い
て
い
な
い
例
で
も
、
馬
王
堆
一
披
漢
墓
か
ら
は
泥
牟
雨
と
泥
版
(
郭
き
の
み
出
土
し
泥
餅
は
出
土
し
て
い
な
川
。

し
か
し
か
り
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
先
に
紹
介
し
た
泥
字
南
・泥
餅
・泥
版
の
同

@
 

時
出
土
例
、
安
徽
阜
南
(
陽
〉
三
塔
に
お
け
る
金
版
・金
餅
の
細
片
の
出
土
例
な
ど
は
雨
者
が
同
時
並
行
的
に
流
通
し
て
レ
た
何
よ
り
の
誼
援
で

⑬
 

ま
た
威
陽
出
土
の
園
餅
形
の
陳
再
は
秦
で
の
金
餅
の
流
通
を
傍
誼
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
金
版
は
刻
印
の
形
紋
か
ら
し
て
も
、
本

こ
の
事
質
は
安
氏
の
主
張
を
援
け
る
材
料
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

あ
り
、

来
方
形
が
標
準
的
な
形
態
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、

と
く
に
威
陽
出
土
の
陳
再
は
金
餅
の
形
を
と
り
な
が
ら
陳
再
の
印
を
形
式
的
に
刻
し
た
金

餅

・
金
版
の
折
衷
形
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
な
ど
は
金
餅
の
流
通
を
前
提
に
保
誼
印
を
刻
し
た
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

安
氏
の
泰
代
流
通
を
否
定
す
る
文
献
的
根
擦
に
つ
い
て
は
次
章
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
、
以
上
の
検
討
か
ら
金
餅
は
や
は
り
戦
園
時
代
に

鋳
造
さ
れ
始
め
秦
代
漢
代
と
引
き
績
き
流
通
し
た
も
の
と
見
る
の
が
穏
嘗
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
黄
金
に
閲
す
る
考
察
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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金
餅
は
戦
闘
時
代
に
主
と
し
て
産
金
地
楚
園
で
造
ら
れ
使
用
さ
れ
、
そ
の
流
通
聞
は
衣
第
に
抜
大
し
た
。
秦
漢
時
代
に
も
黄
金
は
上
幣
と
さ

⑬
 

れ

一
斤
単
位
の
金
餅
の
形
に
銭
成
さ
れ
、
大
き
な
慣
値
の
授
受
に
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
流
通
圏
は
こ
の
時
代
に
は
全
園
に
及
ん
だ
。

金
版
も
や
は
り
楚
地
で
作
ら
れ
流
通
し
た
が
、
そ
の
流
通
範
圏
は
比
較
的
狭
く
、
楚
の
欝
領
内
が
主
睡
で
あ
り
、
時
期
的
に
は
戦
闘
期
か
ら

秦
代
を
経
て
西
漢
前
期
、

武
帝
期
に
か
か
る
頃
ま
で
使
用
さ
れ
た
。

金
版

一
挟
は
十
六
印
か
ら
成
り
、

一
印
一
雨
の
重
さ
で
あ
っ
た
ら
し
い

が
、
や
が
て
武
帝
期
に
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
一
雨
の
小
金
餅
に
と
っ
て
代
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

但
し
、
こ
れ
ら
金
餅

・
小
金
餅

・
金
版
は
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
純
度

・
重
量
・
形
紋
に
鋳
成
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

現
質
に
は
重
量

・
形
肢
と
も
に
必
ず
し
も
巌
密
に
標
準
規
定
に
従
っ

て
い
な
い
。
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
個
鐙
で
用
い
ら
れ
る
の
は
主
と
し
て
賞

賜
な
ど
の

E
額
の
慣
値
の
授
受
に
お
い
て
で
あ
り
、
庶
民
の
零
細
な
取
引
き
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
鰻
は
小
片
に
細
分
さ
れ
秤
量
し
て
使
用
さ
れ

た
。



tコ
銅

銭
|
隼
雨
銭
|

黄
金
が
こ
れ
ま
で
如
何
な
る
形
態
で
流
通
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
詳
か
で
な
か
っ
た
の
に
封
し
、
銅
銭
は

『
史
記
』

・『
漢
書
』
に
既
に
明

文
が
あ
り
、
そ
の
流
通
形
態
は
明
白
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
今
世
紀
、

と
く
に
解
放
後
、

護
掘
報
告
が
積
み
上
げ
ら
れ
る
に
従
つ

て
、
こ
の
銅
銭
に
閲
す
る
歴
史
絞
述
を
無
保
件
に
は
信
用
で
き
な
い
よ
う
な
賞
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
比
較
的
詳
細
な
歴
史
絞
逃
と
出

土
資
料
の
示
す
具
睦
的
な
事
貫
と
の
聞
の
矛
盾
が
顕
著
に
な
り
、

る。

そ
の
流
通
形
態
に
つ
い
て
の
抜
本
的
な
検
討
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ

銅
銭
に
閲
す
る
問
題
黙
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
よ
う
。

一つ
は
宇
雨
銭
の
形
態

・
重
量
に
閲
す
る
絞
述
が
必
ず
し
も
出
土
資
料
と
一
致

し
な
い
と
い
う
貼
で
あ
る
。

歴
史
紋
述
で
は
秦
は
重
さ
牢
雨
、

す
な
わ
ち
十
二
妹
の
方
孔
園
銭
を
鋳
造
設
行
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
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る
。
秦
帝
園
が
天
下
統

一
の
除
勢
を
か
つ
て
、
法
律

・
度
量
衡
・

文
字

・
車
軌
・
思
想
と
と
も
に
貨
幣
を
も
統

一
し
た
、
と
い
う
見
地
に
立
て

ば
、
秦
は
規
定
通
り
の
貨
幣
を
そ
の
法
的
強
制
力
の
下
に
流
通
さ
せ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
現
貫
に
は
秦
牢
雨
と
さ
れ
て
い
る

俸
存
物

・
出
土
ロ
聞
の
中
に
は
、
直
径
三
・
五
佃
の
も
の
か
ら
三
・
O
叩
、
更
に
は
三

・
O
旬
以
下
の
も
の
ま
で
、
従
っ
て
重
量
も
八

g
か
ら
五

つ
ま
り
文
面
通
り
十
二
妹
の
も
の
か
ら
八
鍬
の
も
の
、
そ
れ
以
下
の
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
大
き
さ
重

g
、
五

g
以
下
の
も
の
ま
で
、

量
と
も
に
斉

一
で
は
な
い
。
こ
の
貼
に

つ
レ
て
は
『
史
記
』
も

『漢
書
』
も
「
各
々
時
に
随
い
軽
重
常
な
し
L

と
い
う

一
僚
を
書
き
加
え
て
レ

そ
れ
な
ら
ば
統

一
貨
幣
制
度
と
し
て
制
定
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
懐
か
せ
る
。

る
が
、こ

の
よ
う
な
秦
牛
南
の
形
態
に
劃
す
る
最
も
急
進
的
な
批
判
的
見
解
は
彰
信
威
氏
の
設
で
あ
ろ
う
。

彰
氏
は
そ
の
著
『
中
園
貨
幣
財
』
の
中

で
次
の
よ
う
に
い
う
。

「残
さ
れ
た
秦
牢
南
銭
は
一
枚
一
枚
異
っ
て
お
り
、
今
ま
で
に
製
作
整
稿
用
、
文
字
も
謹
正
で
、

一
見
し
て
官
櫨
で
築
造
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し
た
牢
雨
銭
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。
基
準
の
重
量
を
超
過
し
た
も
の
、
全
然
基
準
に
達
し
な
い
も
の
な
ど
が
あ
る
。
秦
で

は
鋳
造
権
は
政
府
に
握
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
表
面
的
で
あ
っ
た
」
。
「
始
皇
の
統

一
幣
制
は
貨
幣
の
種
類
と
貨
幣
単
位
の
統

一
で
あ
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っ
て
、
貨
幣
鋳
造
設
行
権
の
統
一
で
は
な
か
っ
た
」
と
。
要
す
る
に
秦
宇
両
の
重
量
が
歴
史
錠
述
と
一

致
し
な
い
だ
け
で
な
く
、

牢
雨
の
銘
文

す
ら
も
一
枚
毎
に
相
異
し
て
、
い
わ
ゆ
る
統
一
貨
幣
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、

秦
の
貨
幣
統
一
と
は
貨
幣
の
種
類
と
車
位
の
統
一

に
す

ぎ
な
か
っ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

銅
鎮
の
い
ま
一
つ
の
問
題
は
秦
牢
南
出
土
地
の
分
布
朕
態
か
ら
の
疑
問
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

秦
牢
雨
の
出
土
地
が
一
地
方
に
集
中
し
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
半
雨
銭
の
流
通
力
、

ひ
い
て
は
秦
帝
園
の
経
済
へ
の
統
制
力
に
劃
す
る
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

一
九
二

0
年
代
、
演
目
耕
作
氏
ら
を
中
心
と
す
る
日
本
の
考
古
同学
者
た
ち
が
遼
東
の
雄
子
宮
高
麗
築
、
放
順
牧
羊
城
の

遺
蹟
を
護
掘
調
査
し
報
告
し
た
際
、
こ
れ
ら
中
園
東
北
港
境
で
戦
園
燕
園
の
貨
幣
、
明
力
銭

・
一
刀
銭
・
明
刀
貨
な
ど
と
と
も
に
漢
初
の
八
妹
牢

@
 

両
・
四
妹
牢
雨
が
出
土
し
た
と
い
う
事
買
を
紹
介
し
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
事
質
に
基
づ

い
て
、
明
万
銭
な
ど
の
戦
園
末
期
の
貨
幣
は
溢
境

@
 

で
は
秦
か
ら
漢
初
ま
で
絵
績
的
に
使
用
さ
れ
流
通
し
て
レ
た
と
す
る
見
解
が
提
出
さ
れ
、
秦
の
貨
幣
政
策
は
こ
の
方
面
に
ま
で
徹
底
し
な
か
っ

今
か
ら
五

O
年
前
、

た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
問
が
暗
示
さ
れ
た
。
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か
か
る
疑
問
を
決
定
的
に
し
た
の
が
関
野
雄
氏
の
諸
論
文
で
あ
る
。
関
野
氏
は
初
め
東
北
溢
境
・
朝
鮮
で
見
ら
れ
る
、

漢
初
の
明
万
銭

・一

刀
銭
の
流
通
を
、
車
な
る
返
境
の
特
殊
な
現
象
と
し
て
は
捉
え
ず
、
中
圏
内
地
で
も
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
こ
れ
と
相
似
た
事
態
が
起
っ
て
い

@
 

と
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
と
く
に
解
放
後
の
牢
雨
銭
の
出
土
例
を
調
査
し
、
い
わ
ゆ
る
秦
牢
雨
が
秦
の
故
地
で
あ
る
快

た
ら
し
い
、

西
省
と
そ
れ
に
近
い
(
や
は
り
秦
の
重
要
な
後
背
地
)
四
川
省
だ
け
か
ら
出
土
す
る
事
買
を
つ
き
と
め
、

@
 

全
世
に
卒
均
に
行
き
わ
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
結
論
さ
れ
た
。
但
し、

秦
牢
雨
が
快
西
・
四
川
省
方
面
だ
け
か
ら

@
 

し
か
出
土
し
な
い
と
い
う
黙
に
つ
い
て
は
、
果
祭
曾
氏
に
よ

っ
て
河
南
省
白
沙
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
事
賓
が
、
ま
た
親
仁
華
氏
に
よ

っ
て
同

@
 

じ
く
河
南
省
南
陽
か
ら
も
秦
宇
雨
の
出
土
し
た
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
一
部
分
修
正
す
る
必
要
は
あ
る
に
し
て
も
、

秦
牢
両
の
大
部

分
が
快
西
・
四
川
と
い
う
秦
の
故
地
か
ら
出
土
し
て
い
る
事
貧
は
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
事
買
は
秦
の
経
済
カ
が
そ
の
領
域

閥
野
氏
は
こ
の
事
質
に
基
づ
い
て
議
論
を
設
展
さ
せ

「
始
皇
帝
は
そ
の
二
十
六
年
に
天
下
を
統
一
す
る
と
、
中
央
集
権
政
策
の
一
環
と
し



て
幣
制
の
統
一
を
国
り
牢
雨
銭
を
護
行
し
た
。
:
・
し
か
し
・
:
そ
の
貨
幣
政
策
が
ど
の
程
度
に
徹
底
し
た
か
は
す
こ
ぶ
る
疑
問
で
、

・:
そ
れ
ま
で

@
 

用
い
ら
れ
て
い
た
万
布
・
園
銭
の
類
が
姿
を
消
し、

奏
中
ナ
雨
が
全
園
的
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
」
と
し
、

更
に
演
緯
を

重
ね
て
、
「
秦
の
貨
幣
経
済
に
お
け
る
問
題
黙
は
む
し
ろ
貿
質
上
か
な
り
重
い
半
開
銭
を
政
府
の
手
で
設
行
し
た
こ
と
に
あ
る
。
築
造
が
需
要

に
追
い
つ
け
な
い
こ
と
は
、
首
然
銭
の
深
刻
な
不
足
を
招
き
、

戦
圏
諸
園
の
貨
幣
を
そ
の
ま
ま
横
行
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
L

。
「
秦
は
統
一
帝

@
 

園
の
権
威
を
以
て
牢
雨
銭
を
瑳
行
し
た
が
、
戦
闘
以
来
の
貨
幣
経
済
を
控
え
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
る
に
至
っ

て

レ
る
。要
す
る
に
秦
牢
雨
は
秦
帝
園
の
銅
産
出
量

・
保
有
量
に
比
べ
て
大
き
す
ぎ
、
銭
貨
数
量
は
全
固
に
流
通
す
る
に
は
除
り
に
少
な
す
ぎ
た
。

従
っ
て
そ
の
流
通
範
圏
も
自
ら
秦
の
故
地
に
局
限
さ
れ
、

全
閣
に
普
及
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
、

換
言
す
れ
ば
秦
は
貨
幣
政
策
に
失
敗
し

た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
紹
介
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
出
土
資
料
は
秦
帝
園
の
経
済
に
劃
す
る
統
制
カ
に
疑
問
を
懐
か
せ
る
と
と
も
に
、
歴
史
紋
速
の
信
宙開山

性
に
も
懐
疑
を
促
が
す
。
秦
の
統

一
貨
幣
た
る
宇
雨
銭
は
名
目
通
り
の
も
の
で
は
な
く
、
軽
重
大
小
ば
ら
ば
ら
で
あ
り
、
形
式

・
重
量
に
統
制
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を
加
え
た
形
跡
に
乏
し
い
上
、
流
通
範
圏
も
奮
秦
園
領
内
に
限
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
と
す
れ
ば、

秦
帝
園
の
経
済
に
射
す
る
支
配
力
は
そ
れ
ほ

ど
弱
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
秦
は
貫
際
に
貨
幣
を
統

一
的
に
設
行
し
、
普
及
さ
せ
る
力
を
も
た
な
か

っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

上
の
紹
介
の
経
過
か
ら
し
て
、

検
討
す
る
の
か
便
宜
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
は
、

二
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
秦
牢
雨
の
形
態

・
重
量
の
問
題
と
流
通
範
園
の
問
題
の
二
面
か
ら

牢
雨
銭
に
開
す
る
二
つ
の
問
題
黙
の
中
、
前
者
す
な
わ
ち
形
態

・
重
量
の
多
様
性
に
つ

い
て
は
出
土
資
料
か
ら

一
醸
の
解
穫
が
可
能
で
あ

も1

る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
衣
の
三
つ
の
事
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。
先
ず
第

一の
事
由
と
し
て
は
、
貨
幣
護
行
権
は
政
府
が
握
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
が
、
賓
際
の
鋳
造
は
、

彰
信
威
氏

も

指

摘

す

る

よ

う

に

、

で

濁

占

的

に

行
わ
れ
た
の
で
は
な
句
、
特

秦
政
府
直
営
の
造
幣
工
場

(官
燈
)
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定
の
貨
幣
佐
川
造
業
者
に
委
ね
ら
れ
て

レ
た
ら
し
い
こ
と
が
娘
、け
ら
れ
よ
う
。
第
二
の
事
由
と
し
て
は
、
中
十
雨
銭
の
先
行
者
、
重
一

雨
十
二
妹
銭

の
青
石
箔
が
設
現
し
て
レ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
牛
雨
銭
の
箔

(
総
刑
)
が
出
土
し
な
い
と
い
う
事
賀
、

山
削除
の
附
着
し
た
も
の
の
多

い
事
貨
が
取
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
aMか
ら
推
測
す
る
と
、
中
十
雨
銭
の
鋭
造
に
は
土
箔
(
砂
箔
)
を
使
い
、

@
 

枚
造
る
毎
に
箔
を
作
り
換
え
た
ら
し
く
、
そ
の
結
果
、
中
十
両
銭
は
一

枚
一
枚
が
異
な
る
俵
相
を
一市
す
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一一一
の

事
由
と
し
て
は
、
条
の
政
府
が
貨
幣
の
形
態
や
喧
量
、
品
質
に
針
し
て
比
較
的
寛
容
で
あ
っ
た
と
い
う
事
買
が
準
げ
ら
れ
る
。

お
よ
び
こ
れ
と
関
連
し
て
秦
牛
雨
に
は

一
九
七
六
年
に

紹
介
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

守雲
夢
奈
簡
』
の
秦
律
の

一
線
に
は

用、官
銭、府
、 厚之

二え
美、鋭
恵、、者
刻、

之、千
銭

勿、一
散、若干
具、
。 以

(丞
金令

在 尚
己>~ 印

不
地
千
者、

亦
封
印
之
。
銭
義
国不
善
、
雑
貨
之
。
1
J
比
臣
、

日
長

献
封
丞
令
、
乃
設
用
之。

百
姓
市

と
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば

民
間
で
の
取
引
き
に
使
用
さ
れ
る
辿
貨
に
は
良
貨

・
思
貨
が
混
用
さ
れ
て
お
り、

こ
の
よ
う
な
質
態
に
鑑
み

oo 
po
 

て
、
政
府
は
人
民
か
ら
銅
銭
を
徴
牧
す
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
個
々

の
銅
銭
に

一
々
厳
密
な
吟
味
を
加
え
な
か

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

要
す
る
に
、
上
の
よ
う
に
銅
銭
の
法
的
山
形
態
が
比
較
的
開
放
的
で
あ
り
、
鉛
浩
万
法
も
素
朴
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
、

吏
に
は
秦
政
府
の
通

貨
に
到
す
る
態
度
が
寛
大
で
あ

っ
た
こ
と
な
と
か
ら
、
条
で
は
そ
の
形
態

・
大
小

・
降
重
に
つ

レ
て
後
世
ほ
ど
般
密
な
選
別
を
せ
ず
に
通
貨
が

使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
中
十
両
銭
の
大
き
さ
と
重
畳
の
問
題
に
関
連
し
て

い
わ
ゆ
る
八
妹
牛
雨
銭
の
位
置
づ
け
の
問
題
が
あ
る
。
歴
史
紋
述
に
は

「
重
さ
そ

の
文
(
宇
耐
H

十
二
銑
)
の
如
し

」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
士
口
銭
務
者
の
間
で
は
奈
か
十
雨
を
十
二
妹
牛
雨
銭
に
限
定
し
、
八
妹
非
同
を
奏
中
十
両
か

ら
区
別
し

こ
れ
を
出
高
后
附
代
の
八
妹
半
雨
の
範
鵬
に
加
え
る
こ
と
が
庇
ば
で
あ
る
。
し
か
し
先
迅
の
よ
う
に

い
わ
ゆ
る
秦
年
雨
が
大
小
挫

重
匝
々
で
あ
り

む
し
ろ
八
妹
前
後
の
も
の
が
多
い
と
レ
う
貨
態
か
ら
す
れ
ば

上
の
よ
う
な
阪
別
の
意
味
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う。

奏
中
十
両

の
多
く
が
八
鍬
前
後
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
決
初
高
后
二
年
の
八
妹
(
中
十
柄
〉
鋭
の
夜
行
は
高
祖
時
代
の
検
爽
鋭
か
ら

秦
銭
へ

の
四
時
で

@
 

あ
っ
た
と
の
意
義
づ
け
も
可
能
で
あ
る
。



秦
宇
雨
銭
に
射
す
る
諸
問
題
の
中
、
第
一
の
、
銅
銭
の
形
態

・
重
量
に
謝
す
る
疑
問
の

一
部
は
、
恐
ら
く
上
述
の
諸
事
由
に
よ

っ
て
説
明
し

得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
秦
政
府
の
通
貨
瑳
行
に
劃
す
る
態
度
が
こ
れ
ら
の
説
明
で
は
い
ま

一
つ
明
ら
か
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
法
令

・
度

量
衡
・
文
字

・
車
軌

・
思
想
な
ど
を
統
一
し
た
秦
帝
園
に
し
て
は
飴
り
に
ル
ー
ズ
な
態
度
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
鞘
'
に
つ
い
て
は
、
第
二
の
問

題
で
あ
る
秦
牢
雨
の
出
土
分
布
の
偏
在
の
問
題
と
と
も
に
、
次
章
の
文
献
批
判
の
結
果
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

史
記
・
漢
書
に
お
け
る
関
連
記
事
の
検
討

な
記
録
が
残
さ
れ
て
レ
る
に
す
ぎ
な
い
。

始
皇
帝
の
貨
幣
統
一
に
関
す
る
記
事
は
、
今
日
で
は
僅
か
に

『史
記
』
卒
準
書

・
六
園
年
表
、
お
よ
び

『漢
書
』
食
貨
志
下
に
簡
箪
・

零
細

従
来
、
史
家
は
こ
の

二
書
の
記
述
を
相
互
に

讃
み
合
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
歴
史
像
を
構
成
し
て
き

た
。
し
か
し
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

い
わ
ゆ
る
解
放
後
の
多
く
の
出
土
資
料
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
像
に
再
検
討
を
迫
り
つ
つ
あ
り
、

一
方
で
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は
従
来
知
ら
れ
な
か
っ
た
具
践
的
な
事
買
が
護
見
さ
れ
、

貨
幣
制
度
の

一
面
が
か
な
り
明
確
に
な
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
従
来
の
理
解
で
は

通
ら
な
い
よ
う
な
事
態
が
明
る
み
に
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
前
者
に
つ

い
て
は
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
が

後
者
、
す
な
わ
ち
銅
銭
に

つ
い
て
は
深
刻
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
考
古
接
的
成
果
を
傘
重
し
て
女
献
資
料
を
切
り
捨
て
る
か
、
飽
く
ま
で
も
文
献
資
料
を
隼
重
し
て
出
土

資
料
を
無
視
す
る
か
。
種
々
の
解
決
の
立
場
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
こ
で

『
史
記
』

・
『
漢
書
』
の
記
述
に
立
ち
返
り、

こ
れ
ら
に
文

献
批
判
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
史
買
な
る
も
の
を
洗
い
直
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

先
ず
『
史
記
』
卒
準
章
一回
の
関
係
箇
所
を
抜
草
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
文
中
の

(
食
貨
志
上
)
の
標
一ホ
は
嘗
該
部
分
が
班
固
に
よ
っ
て

『
漢

書
』
食
貨
志
上
に
移
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。
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漢
興
、
接
秦
之
弊
、
丈
夫
従
軍
放
、
老
弱
輔
糧
鰻
、
作
業
劇
而
財
闘
、
自
天
子
不
能
具
鈎
朝
、而
時
相
或
乗
牛
車
、資
民
無
蔵
葦
。
銭
重

難
用
、
更
令
民
錆
銭
、
一
賞
金
一
斤
、
約
法
省
禁
。
而
不
軌
逐
利
之
民
、
蓄
積
除
業
、
以
稽
市
物
、
物
踊
騰
、
臨
米
至
石
高
銭
、
馬
一

匹
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天
下
己
卒
、
高
組
乃
令
賢
人
不
得
衣
統
乗
車
、
重
租
税
以
困
辱
之
。
孝
恵

・
高
后
時
、
昼
間
天
下
初
定
、
復
弛
商
貫
之
律
、

然

市
井
之
子
孫
亦
不
得
仕
官
魚
吏
。
:
・
至
孝
文
時
、
爽
銭
盆
多
軽
、
乃
更
鋳
四
妹
鋭
、
其
文
信
用
中
十
雨
、
令
民
縦
得
自
銭
銭

0

・

太
史
公
目
、
農
工
商
交
易
之
路
遇
、
而
亀
貝
金
銭
刀
布
之
幣
輿
芸
向
。
所
従
来
久
遠
、
自
高
辛
氏
之
前
向
突
、
際
得
而
記
一玄。

則
百
金
。

中

田各

(
食
貨
士
山
上
)

時
円
桓
公
用
管
仲
之
謀
、
通
軽
重
之
権
、
微
山
海
之
業
、
以
朝
諸
侯
、
用
医
巨
之
芦田
駅
成
績
名
。

一

説
用
李
克
、
壷
地
力
篤
彊
君
。
自
是
之
後
、
天
下
手
於
戦
園
、
・
中
略

↑

・
:
以
至
於
奏
、
卒
弁
海
内
。

(食
貨
志
上
)

一

虞
夏
之
幣
、
金
魚
三
口
問
、
或
黄
或
白
或
赤
、
或
銭
或
布
或
万
或
亀
貝
。
及
至
秦
中

一
園
之
幣
信
用
三
等
、
黄
金
以
溢
名
、
魚
上
幣。

銅

銭
識
日
半
雨
、
重
如
其
文
、
魚
下
幣
。
而
珠
玉
亀
貝
銀
錫
之
属
魚
器
飾
賓
臓
、
不
魚
幣
。
然
各
障
時
而
軽
重
無
常
。
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於
是
外
挺
夷
秋
、

内
奥
功
業
、
海
内
之
土
力
耕
不
足
糧
餓
、
女
子
紡
績
不
足
衣
服
。
古
者
嘗
場
天
下
之
資
財
以

一

奉
其
上
、
猶
自
以
震
不
足
也
。
無
異
故
云
、
事
勢
之
流
、
相
激
使
然
、
昌
足
怪
駕。

(
食
貨
志
上
)

一

『
史
記
』
卒
準
書
の
銃
述
構
成
が
よ
り
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
卒
準
と
い
う
経
済
制
度
の
成
立
を
歴
史
的

に
述
べ
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
か
、
卒
準
書
の
絞
述
は
漢
初
か
ら
武
帝
期
に
至
る
経
済
政
策
・
制
度
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
の
後
に
評
論
部

分
「
太
史
公
臼
」
が
績
く
。
問
題
は
こ
の
評
論
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
司
馬
遷
は
上
古
か
ら
秦
に
至
る
農
商
工
業

・
経
済
政
策
を
振
り
返
っ

た

後
、
一
轄
し
て
貨
幣
制
度
の
歴
史
に
移
り
、
秦
の
貨
幣
制
度
に
蝿
れ
、
秦
帝
闘
の
滅
亡
へ
の
過
程
を
暗
示
的
に
述
べ
て
卒
準
書
の
絞
述
を
終
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一
鎧
、
『
史
記
』
の
書
篇
の
絞
述
に
は
、
全
て
が
一
つ
の
形
式
に
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
大
凡

そ
の
帥
恒
例
か
あ
る
。
瞳
書

・
繁
書
な
ど
は
太
史
公
日
で
始
ま
る
総
論
歴
史
紋
速
の
後
に
再
び
太
史
公
臼
を
冠
し
た
評
論
を
置
き
全
健
を
締
め

上
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、



く
く
っ
て
い
る
。
以
下
の
諸
書
篇
も
歴
史
的
に
制
度
の
繁
遷
を
述
べ
た
後
、
太
史
公
団
で
結
ぶ
の
が
鐙
例
に
な
っ
て
い
る
。
例
外
は
暦
書
、
天

官
書
と
こ
の
卒
準
書
で
あ
る
。
と
く
に
卒
準
書
で
は
漢
の
経
済
政
策
に
始
ま
り
経
済
制
度
の
歴
史
を
絞
速
し
、
太
史
公
日
で
結
ぶ
べ
き
と
こ
ろ

を
質
は
結
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
嘗
面
の
貨
幣
制
度
史
に
関
す
る
銃
述
も
極
め
て
不
備
で
あ
り
、
上
古
の
虞
舜
や
夏
代
の
貨
幣
を
列
奉

し
た
後
、
股
・
周
・
春
秋
・
戦
闘
時
代
を
素
通
り
し
て
秦
の
貨
幣
制
度
の
絞
述
に
移
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
卒
準
書
の
技
連
に
は
十

@
 

分
な
準
備
と
推
離
が
加
え
ら
れ
た
跡
は
認
め
難
い
。

こ
の
『
史
記
』
卒
準
書
の
記
述
を
も
と
に
し
て
、
班
固
が
そ
の
記
述
内
容
を
経
済
一
般
と
貨
幣
制
度
に
閲
す
る
部
分
と
に
分
け
た
上
、
前
者

を
『
漢
室
百
』
食
貨
志
上
篇
に
、
後
者
を
食
貨
下
篇
に
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
増
補
潤
色
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
班
固
は

『
史
記
』

卒
準
書
の
貨
幣
制
度
に
開
す
る
絞
速
を
整
理
増
補
す
る
に
嘗

っ
て
、
嘗
時
見
る
こ
と
が
で
き
た
文
献
資
料
を
参
照
引
用
し
た
。
以
下
、
『漠室百
』

食
貨
志
下
の
文
章
を
、
些
か
冗
長
の
嫌
い
は
あ
る
が
、
班
固
の
絞
述
法
及
び
彼
の
歴
史
事
象
の
理
解
度
を
探
る
必
要
上
、
引
用
す
る
。

凡
貨
、
金
銭
布
白
巾
之
用
、

夏
段
以
前
其
詳
廃
記
云
。
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一

太
公
魚
周
立
九
府
園
法
、
黄
金
方
寸
、
市
重

一
斤
。
銭
園
画
方
、
軽
重
以
妹
、
布
烏
康
二
尺
二
寸
震
幅、

長
四

一

一
丈
魚
匹
。
故
貨
賓
於
金
、
利
於
万
、
流
於
泉
、

布
於
布
、
束
於
南
。

一

太
公
退
、
叉
行
之
子
賛
。
至
管
仲
相
桓
公
、
通
軽
重
之
権
、

日

歳
有
凶
穣
、

故
穀
有
貴
賎
。

令
有
緩
急
、
故
物
有
軽
重
。

中

略
、._/

故
大
買
畜
家
不
得
豪
奪
吾
民
失
。

桓
公
途
用
区
区
之
斉
合
諸
侯
、
顛
伯
名
。
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後
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周
景
王
時
患
銭
軽
、
賂
更
銭
大
銭
。
軍
穆
公
日
、
不
可
。
古
者
天
降
災
戻
、
於
是
乎
量
賀
幣
、
権
軽
重
、
以
救

一

民
。
民
患
軽
則
濡
之
作
重
幣
以
行
之
。
於
是
有
母
様
子
而
行、

民
皆
得
鷲
。
若
不
湛
重
、
則
多
作
軽
而
行
之
、
亦

一

不
蕨
重
。
於
是
乎
有
子
権
母
而
行
、
小
大
利
之
。
今
王
駿
軽
市
作
重
、
民
失
其
資
、
能
無
関
乎
。
民
若
臣
、
王
用

一

隅
有
所
乏
。
乏
絡
厚
取
於
民
。
民
不
給
、
持
有
遠
志
。
是
離
民
也
。
且
紹
民
用
以
貫
王
府
、
猶
塞
川
原
潟
市
町
湾
也
。
一

場
亡
日
突
。
王
其
固
之
。
弗
聴
、
卒
鋳
大
銭
。

一

文
田
賀
貨
、
肉
好
皆
有
周
郭
、
以
勘
農
桑
潜
不
足
、

百
姓
蒙
利
鷲
。

秦
粂
天
下
、
幣
震
二
等
、
黄
金
以
溢
魚
名
、
上
幣
。
銅
銭
質
如
周
鏡
、
文
日
牢
雨
、

重
如
其
文
。
而
珠
玉
亀
貝
銀
錫
之
属
第
器
飾
賓
議
、

不
魚
幣
。
然
各
随
時
而
軽
重
無
常
。

漢
興
、
以
矯
秦
銭
重
難
用
、
更
令
民
鋒
爽
銭
。
黄
金
一
斤
。
而
不
軌
逐
利
之
民
畜
積
除
蔵
以
稽
市
物
、
痛
騰
躍
、
米
至
石
高
銭
、
馬
至

匹
百
金
。

天
下
巳
卒
、
高
祖
乃
令
買
人
不
得
衣
料
柿
乗
車
、
重
税
租
困
辱
之
。
孝
恵

・
高
后
時
、
天
下
初
定
、
復
弛
商
買
之
律
、
然
市
井

子
孫
亦
不
得
儒
官
吏
。
孝
文
五
年
、

魚
銭
盆
多
而
曜
、
乃
更
鋭
四
妹
鋭
、
其
文
償
問
牛
雨
、
除
盗
銭
銭
令
、
使
民
放
銭
。
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卒
準
警
の
雑
駁
な
文
章
を
讃
ん
だ
後
、
こ
の
食
貨
志
下
の
文
章
を
見
る
と
、
極
め
て
整
然
と
し
た
印
象
を
受
け
る
。
司
馬
連
の
文
章
を
班
固

が
ど
の
よ
う
に
整
理
し
増
補
し
た
か
明
白
で
あ
る
。
班
固
は
太
史
公
日
以
下
を
回
目
頭
に
出
し
、
こ
れ
に
主
と
し
て
三
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挿
入

し
て
先
秦
時
代
の
歴
史
を
充
買
さ
せ
、
秦
漢
時
代
の
絞
速
を
も
卒
明
な
も
の
に
改
め
て
い
る
。
三
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
、
太
公
の
九
府
閣
法

@
 

の
記
事
は
何
に
操
っ
た
か
不
詳
で
あ
る
が
、
管
仲
の
軽
重
論
は

『管
子
』
闘
畜
篇
の
、
周
景
王
の
大
銭
鋳
造
に
関
す
る
記
事
は
『
圏
一訪
問』
周
語

下
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
増
補
に
よ

っ
て
上
古
か
ら
漢
代
に
至
る
貨
幣
制
度
の
歴
史
が、

今
日
か
ら
見
れ
ば
疑
問
は
あ
る
に
し
て

も
、
か
な
り
充
質
し
た
も
の
に
な
っ
た
。
班
固
の
努
力
は
多
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
買
は
こ
の
増
補
補
筆
部
分
の
検
討

に
よ
っ
て
班
聞
の
歴
史
理
解
度
が
明
ら
か
と
な
る
。



太
公
園
法
の
記
事
も
疑
問
で
あ
る
が
、
出
血
ハが
不
詳
で
あ
る
か
ら

一
先
ず
検
討
の
封
象
か
ら
は
ず
し
、
こ
こ
で
は
専
ら
劉
象
を
周
景
王
の
大

銭
鋳
造
に
闘
す
る
記
事
に
絞
ろ
う
。
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
記
事
は
景
王
の
大
銭
鋳
造
案
に
射
し
て
車
績
に
よ
る
強
い
反
射
論
が
提
出
さ
れ

る
が
、
結
局
、
反
針
論
は
無
視
さ
れ
て
大
銭
鋳
造
が
強
行
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
周
語
」
の
引
用
文
か
ら
は
大
銭
鋳
造
は
人
民
に

と
っ
て
も
王
朝
に
と
っ
て
も
決
し
て
好
ま
し
い
も
の
で
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
然
る
に
班
固
は
ど
う
い
う
詩
か
、
こ
の
文
章
を
引
用
し
た
後
、

「
百
姓
利
を
蒙
る
」
と
レ
う
積
極
的
評
債
を
伴
っ
た
説
明
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
読
明
は
全
く
引
用
文
の
内
容
と
は
反
劃
で
あ
り
、
班
固
の
員

@
 

意
が
計
り
か
ね
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
班
固
は
こ
の
大
銭
に
つ
い
て
「
文
自
費
貨
L

賓
貨
〈
化
)
の
銘
を

@
 

も
つ
大
銭
は
今
日
の
出
土
資
料
か
ら
は
誼
明
さ
れ
ず
、
班
固
は
回
賓
の
賂
貨
を
誤
っ
て
周
銭
と
理
解
し
て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
な
お
、

附
け
加
え
れ
ば
、

秦
の
銅
銭
(
宇
雨
)
に

つ
レ
て
班
固
の
加
え
た

「質
、
周
鎮
の
如
し
」
と
い
う
説
明
も
、

@
 

れ
得
な
レ
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
説
明
を
加
え
て
い
る
が
、

や
は
り
出
土
資
料
か
ら
は
誼
明
さ

こ
れ
ら
の
絞
述
を
見
る
と
、

班
固
の
歴
史
事
象
の
理
解
に
は
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
彼
の
紋
述
は
全
幅
の
信
頼
を
置
い
て
讃
む
べ
き
も
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の
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

『
史
記
』
卒
準
書
の
構
成
の
不
自
然
さ
と
史
料
の
不
備
、
お
よ
び

『漢
書
』
の
絞
速
の
信
想
性
の
歓
如
な
ど
が
或
る
程
度

理
解
さ
れ
得
た
も
の
と
思
う
。
次
に
上
の
考
察
結
果
を
念
頭
に
し
て
、
雨
蓄
の
秦
の
貨
幣
統

一
に
関
す
る
候
文
と
検
討
し
よ
う。

以
上
の
考
察
で
、

『
史
記
』
の
、
奏
の
貨
幣
制
度
に
閲
す
る
記
述
を
い
ま
少
し
仔
細
に
検
討
す
る
と
、
不
審
な
貼
が
幾
っ
か
瑳
見
さ
れ
る
。
卒
準
書
の
絞
遮
構
成

の
不
備
に
つ
レ
て
は
既
に
燭
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
更
に
深
く
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
と
し
て
、
次
に
疑
問
な
の
は
秦
の
貨
幣
制
度
に
関
す
る
記
述

の
取
扱
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
虞
夏
の
幣
以
下
の
絞
述
が
文
脈
か
ら
見
て
現
在
の
場
所
に
な
じ
ま
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
、

か
り
に
虞
夏
の
幣
以
下
の
文
章
を
こ
の
場
所
か
ら
除
去
す
る
と
、

戦
闘
の
割
擦
は
秦
に
よ
っ

て
統
一
さ
れ
た
が
、
秦
は
皇
帝
一
個
の
欲
望
を
充

す
た
め
に
外
征

・
土
木
事
業
を
起
し
、

全
闘
の
人
民
を
駆
り
出
し
て
そ
の
生
活
を
塵
遁
し
、
却
っ
て
人
民
の
怨
み
を
か
つ
て
滅
亡
し
た
、

と
い
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う
論
旨
に
な
る
。
し
か
し
貨
幣
制
度
に
閲
す
る
絞
述
が
こ
こ
に
加
わ
る
と
、
絞
速
の
流
れ
が
分
断
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
貨
幣
政
策
の
失
敗

か
ら
外
征
や
土
木
事
業
を
興
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
云
々
と
い
う
論
旨
に
な
り
、
内
容
は
豊
か
に
な

っ
て
も
論
理
的
に
は
不
自
然
に
な
る
。
要

す
る
に
貨
幣
制
度
に
開
す
る
絞
述
は
文
脈
の
上
か
ら
こ
の
位
置
に
置
く
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
貨
幣
制
度
の
絞
迅
を
加
え
る
に
は
紋
述
構

成
の
上
に
い
ま
少
し
工
夫
を
こ
ら
す
必
要
が
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
第
三
は
秦
の
貨
幣
制
度
の
記
述
内
容
自
般
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
文

章
の
前
後
関
係
か
ら
天
下
統
一
後
に
閲
す
る
記
述
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
易
い
。
し
か
し
記
述
内
容
を
仔
細
に
吟
味
す
る
と
、
こ
の
記
述
は
秦
の

天
下
統
二
川
の
姿
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
先
ず

「奏
中
に
至
る
に
及
ん
で
は

一
園
の
幣
を
云
々
」
と
あ
る
が
、

一
園
の
幣
と
い
う
表

現
は
戦
闘
諸
侯
の
闘
を
呼
ぶ
そ
れ
で
あ

っ
て

天
下
を
統
一
し
た
秦
帝
園
を
稿
ぶ
表
現
と
し
て
は

適
首
で
な
い
。

第
二
に
黄
金
の
単
位
に
溢

秦
園
も
借
用
し
て
い
た
重
量
車
位
で
あ
る
が
、
度
量
衡

@
 

を
統

一
し
た
秦
帝
闘
で
は
公
認
さ
れ
て
い
な
い
単
位
で
あ
る
。
秦

(
漢
)
で
は
妹

・
雨

・
斤

・
鈎

・
石
が

基
本
的
な
重
量
車
位
で
あ
り
、

(総
)
を
用
い
た
と
あ
る
が

こ
の
鍛
は
戦
闘
中
原
の
諸
闘
で
主
と
し
て
用
い
ら
れ
、

'--

(J) 
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中
に
は
鍛
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
統

一
度
量
衡
制
に
な
い
草
位
を
統

一
貨
幣
制
度
に
お
い
て
用
い
る
の
は
秦
帝
閣
の
統

一
政
策
の
一
貫
性
か
ら

見
て
不
審
で
あ
る
。
こ
の
ニ
貼
か
ら
判
断
す
れ
ば

こ
の
記
述
内
容
が
秦
帝
園
の
貨
幣
統
一
の
姿
を
述
べ
た
も
の
で
な
い
こ
と
だ
け
は
確
認
さ

れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
司
馬
濯
は
統
一
以
前
の
秦
の
貨
憎
制
度
に
関
す
る
紋
述
を
あ
た
か
も
秦
帝
園
の
そ
れ
の
如
く
に
蛍
該
箇
所
に
挿

入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
構
成
・
文
脈
・
記
述
内
容
の

い
ず
れ
の
粘
か
ら
見
て
も
、

卒
準
書
お
よ
び
そ
の
秦
の
貨
幣
制
度
に
閲
す
る
絞
速
は
極
め
て
社

撰
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。班

聞
が

『
漢
書
』
食
貨
志
下
の
嘗
該
箇
所
を
先
掲
の
よ
う
に
改
め
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。
班
固
が
『
史
記
』
の
紋
辿
を
改
め
る
に
嘗
り
、
ど
の
よ
う
な
資
料
を
利
用
し
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
そ
の
不
徹
底
な
改
め
方
と

先
の
分
析
結
果
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
彼
は
恐
ら
く
奏
、
か
貨
幣
を
統
一
し
た
と
い
う
侍
聞
知
識
か
或
い
は
そ
れ
に
類
す
る
資
料
を
も
と
に
、

こ
の

『
史
記
』
の
記
述
を
基
礎
に
し
て
、

『

史



記
』
に
よ
り
つ
つ
、
表
現
を
一
部
分
上
掲
の
よ
う
に
改
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

や
は
り
机
上
の
作
文
的
改
買
と
い
う
印
象
は
拭
え
な
い
。

さ
て
、
以
上
の
考
察
の
結
果
、
卒
準
書
が
統
一
以
前
の
秦
の
貨
幣
制
度
を
述
べ
る
一
方
、
出
土
資
料
も
秦
の
貨
幣
統

一
を
否
定
す
る
事
賓
を

提
示
し
、
そ
れ
に
射
し
て
食
貨
志
が

『
史
記
』
と
同
じ
資
料
に
援
り
な
が
ら
秦
の
貨
幣
統
一
を
肯
定
的
に
述
べ
て
い
る
と
す
る
と
、
こ
の
間
の

矛
盾
は
如
何
に
解
決
す
れ
ば
よ
い
か
。
班
固
の
絞
謹
を
机
上
の
作
文
な
り
と
し
て
退
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

買
は
こ
の
問
題
に
解
決
の
手
掛
り
を
興
え
て
く
れ
る
資
料
が
、

零
細
で
は
あ
る
が
、

『
史
記
』
六
園
年
表
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
六
園
年
表
に

@
 

一
つ
は
「
恵
文
王
二
年
、
天
子
賀
(
秦
)
行
銭」
、
い
ま
一
つ
は
「
始
皇
帝
三
十

は
奏
の
貨
幣
制
度
に
関
す
る
記
事
が
二
候
記
録
さ
れ
て
い
る
。

七
年
、
復
行
銭
」
な
る
記
鋒
で
あ
る
。
恵
文
王
二
年
の
僚
に
つ
い
て
は
、
戦
園
奏
園
が
初
め
て
園
銭
を
設
行
し
た
記
録
と
解
す
る
の
が

一
般
的

@
 

で
あ
り
、
始
皇
帝
三
十
七
年
の
僚
に
つ
い
て
は
、
二
度
目
の
圃
銭
護
行
、
或
い
は
牢
雨
銭
改
定
の
記
録
と
し
て
理
解
す
る
人
も
あ
る
が
、

こ
こ

@
 

は
や
は
り
馬
昂
ら
の
説
く
よ
う
に
統
一
政
策
の
一
環
と
し
て
貨
幣
を
も
統
一
し
た
記
銀
と
理
解
す
る
の
が
安
首
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
代
設
定
を
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採
用
す
る
と
、
卒
準
書
お
よ
び
食
貨
志
下
の
関
係
記
事
も
よ
り
幅
の
庚
い
解
穫
が
可
能
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
貨
幣
統
一
は
始
皇
帝
の
天

下
統
一
後
十
二
年
目
、
始
皇
帝
の
治
世
の
最
後
の
年
に
嘗
る
。
秦
の
統

一
時
代
は
事
貫
上
こ
の
年
を
以
て
移
り
、
そ
の
後
に
績
く
二
世

・
三
世

の
時
代
は
、
翌
前
二

O
九
〈
二
位
忍
年
の
陳
勝

・
臭
庚
ら
の
反
乱
を
契
機
と
す
る
、
混
凱

・
滅
亡
へ

の
過
程
で
あ
る
。
従

っ
て
統

一
貨
幣
は

全
閣
に
普
及
す
る
に
至
ら
ず
し
て
秦
帝
園
は
崩
壊
す
る
。
要
す
る
に
秦
は
統
一
貨
幣
制
度
を
制
定
は
し
た
も
の
の
、
時
期
的
に
録
り
に
遅
す
ぎ

て
、
そ
れ
を
殆
ん
ど
普
及
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
滅
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
始
皇
帝
治
下
の
秦
帝
園
に
統
一
貨
幣
を
普
及
さ
せ
る
だ
け
の

経
済
力
・
統
制
力
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
統
一
貨
幣
政
策
を
徹
底
さ
せ
る
に
十
分
な
時
聞
が
な
か

っ
た
、
と
い
う
の
が
貫
情
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
司
馬
濯
の
記
述
も
班
固
の
記
載
も
、

ま
た
出
土
資
料
の
示
す
質
態
も
、

一
つ
の
歴
史
像
の
中
に
矛
盾
な
く

説
明
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
卒
準
書
の
記
録
も
食
貨
志
の
記
載
も
貨
幣
統
一
以
前
の
秦
の
貨
鰐
制
度
の
姿
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
秦

中
十
雨
の
流
通
範
圏
の
局
地
性
を

誼
明
す
る
考
古
同
学
的
事
買
も
同
じ
秦
園
或
い
は

秦
地
の
貨
幣
制
度
の
質
態
を

示
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
か
ら
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で
あ
る
。
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然
ら
ば
秦
の
全
閣
統
一
か
ら
始
皇
三
十
七
年
に
至
る
、
す
な
わ
ち
統
一
以
前
の
貨
幣
の
流
通
紋
況
は
如
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
貼
に
つ

い
て

は
次
章
で
、

以
上
の
考
察
を
振
り
返
り

つ
つ
、
管
見
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

結

= 
Eコ

以
上
、

二
つ
の
章
に
お
い
て
秦
の
貨
幣
制
度
に
闘
す
る
考
古
準
的
資
料
お
よ
び

『
史
記
』

『
漢
書
』
の
基
礎
的
文
献
資
料
の
検
討
を
行
な

ぃ
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
管
見
を
部
分
的
に
提
示
し
て
き
た
。
し
か
し
論
貼
が
多
岐
に
亙
り
、
全
曲
眠
像
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
嫌
い
が
あ

る
の
で
、
以
下
に
上
の
考
察
の
要
貼
を
箇
係
書
き
に
整
理
し
、

そ
の
上
で
秦
帝
閣
の
統

一
過
程
に
合
せ
て
、

そ
の
貨
幣
政
策
の
展
開
を
辿
る
こ

と
に
し
よ
う
。

『
史
記
』
卒
準
書
の
銑
漣
構
成
は
他
の

「書
一」
篇
に
比
し
て
特
異
で
あ
り
、

そ
の
貨
幣
制
度
に
閲
す
る
記
述
も
極
め
て
粗
略
で
あ
る
上
、
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秦
の
貨
幣
制
度
の
絞
述
は
戦
闘
期
か
ら
貨
幣
統
一
前
に
お
け
る
秦
地
(
図
)
の
貨
幣
制
度
の
紋
迅
で
あ
り
、
貨
幣
統

一
後
の
そ
れ
で
は
な
い
。

『
漢
書
』
食
貨
志
下
の
紋
述
は
主
と
し
て

『
史
記
』
に
よ
り

つ
つ
、
そ
れ
を
整
理
・
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
抗
回
の
歴
史
事
拍
手
・
史

料
の
理
解
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
く
、
秦
の
貨
幣
制
度
に
閲
す
る
紋
述
に
も
不
十
分
な
理
解
に
基
づ
く
作
文
が
含
ま
れ
て
い
る
。

『
史
記
』
・
『漢
書
』
に
記
さ
れ
た
黄
金
の
重
量
皐
位
鍛
は
、

主
と
し
て
戦
園
の
中
原
諸
園
で
用
い
ら
れ
た
車
位
で
あ
り
、

奏
園
で
も
借
用

し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
度
量
衡
統
一
の
後
、
秦
が
統
一
貨
幣
制
度
を
制
定
し
た
と
す
れ
ば
、
黄
金
の
単
位
に
は
、
鍛
に
代
え
て
、
統

一
度

量
衡
に
お
け
る
重
量
単
位
斤
を
採
用
し
た
は
ず
で
あ
る
。

四
、
天
下
統
一
後
、
十
一
年
間
、
秦
帝
国
の
隆
盛
安
定
期
の
殆
ん
ど
全
期
間
は
、
戦
園
以
来
の
各
地
の
貨
幣
が
錯
綜
し
て
流
通
し
、
中十
南
銭
は

秦
嘗
領
内
の
地
方
貨
幣
の
観
を
呈
し
て
い
た
。秦
の
貨
幣
統
一
は
始
皇
三
十
七
年
に
制
度
化
さ
れ
た
。
秦
の
統

一
政
策
の
中
で
は
最
も
晩
い
施

行
で
あ
る
。



五
、
秦
の
統
一
貨
幣
制
度
に
お
け
る
上
幣
、
黄
金
は
、
一
斤
の
金
餅
を
標
準
的
な
形
態
と
し
、
比
較
的
少
額
の
取
引
き
に
は
戦
闘
楚
園
以
来
の

金
版
が
用
い
ら
れ
た
ら
し
い
。
金
餅
も
金
版
と
同
様
、
時
に
は
細
断
さ
れ
、
秤
量
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

六
、
下
幣
、
す
な
わ
ち
銅
製
の
方
孔
園
銭
、
半
雨
銭
は
、
重
さ
が
規
定
通
り
の
も
の

(十
二
録
〉
か
ら
八
妹
位
の
も
の
、

或
い
は
そ
れ
よ
り
軽

い
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
は
八
鋒
前
後
で
あ
る
。
漢
の
呂
后
の
八
鋒
宇
雨
銭
設
行
は
、

む
し
ろ
高
租
時
代
の
諭
爽
銭
鋳
造
に
よ
る
経
済
的
混

凱
の
後
を
承
け
た
秦
牢
雨
銭
の
復
活
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

× 

× 

× 

× 

春
秋
戟
園
時
代
に
は
、
中
園
の
貨
幣
流
通
聞
は
三
つ
の
地
域
に
分
れ
て
い
た
。
黄
河
流
域
で
は
、
中
流
の
三
菅

・
鄭
・

衛
を
中
心
に
布
貨

が
、
下
流
の
燕

・
湾
を
中
心
に
万
貨
が
流
通
し、

ま
た
南
方
の
准
水
・
揚
子
江
流
域
の
楚
地
で
は
銅
貝
が
流
通
し
た
。

戦
園
時
代
の
中
期
に
な
る
と
、
貨
幣
経
済
の
瑳
達
に
伴
な
い
、
使
用
の
便
利
を
旨
と
し
て
貨
幣
の
園
形
化
が
は
か
ら
れ
る
。
中
原
地
方
の
布
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貨
流
通
地
域
で
は
(
園
孔
)
園
銭
も
造
ら
れ
る
が
、
布
貨
に
闘
し
で
も
首

・
肩

・
足
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
を
固
形
化
し
た
い
わ
ゆ
る
園
肩
園
足

@

@
 

布
の
出
現
を
見
る
。
万
貨
流
通
地
域
で
は
万
貨
を
改
愛
し
て
方
孔
園
銭
が
製
作
さ
れ
る。

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
そ
れ
に
先
駆
け
て
、
秦
で
も
恵
文
王
二

(
前
一
三
一
一
六
)
年
、
銭
(
闘
銭
)
を
護
行
す
る
。

秦
園
は
こ
れ
ま
で
経
済
的
に
も
後
準
園
で
あ
り
、
中
原
の
布
貨
が
秦
地
に
も
流
通
し
、
そ
の
経
済
圏
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
孝
公

・
商
鞍
の
改
革
以
来
、
政
治
鐙
制

・
枇
曾
構
成
は
蓄
套
を
脱
し
、
中
央
集
権
睦
制
が
定
着
す
る
。
商
鞍
は
孝
公
の
死
後
、
奮
勢
力
の
巻
返
し
で

失
脚
し
殺
害
さ
れ
る
(
前
三
三
八
年
)
が
、
し
か
し
彼
の
行
っ
た
改
革
は
恵
文
王
に
よ
っ
て
縫
承
さ
れ
る
。
恵
文
王
の
貨
幣
護
行
は
、
こ
の
商

@
 

鞍
愛
法
の
路
線
に
、沿
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
秦
園
に
流
れ
込
み
、
そ
の
経
済
を
混
乱
さ
せ
て
い
た
各
地
の
雑
多
な
貨
幣
群

に
い
わ
ば
秦
園
の
立
場
か
ら
債
値
基
準
を
興
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
護
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
貨
幣
は
、

こ
れ
ま
で
中
原
の
布
貨
や
園
銭

な
ど
が
刻
ん
で
い
た
地
名
を
用
い
ず
、

重
量
単
位
「
重

一
両
十
二

(
・
四
)
珠
」
の
文
字
を
刻
ん
で
い
る
。

地
名
を
刻
ん
だ
貨
幣
が
都
市

(の

こ
の
よ
う
な
形
勢
の
中
で
、

77 

商
工
業
者
)
の
名
に
お
い
て
護
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
射
し
て
、
こ
の
秦
銭
は
そ
の
刻
銘
か
ら
し
て
も
個
々
の
都
市
で
は
な
く
、

秦
園
政
府
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の
名
に
お
い
て
護
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
十
分
推
測
で
き
る
。
た
だ

@
 

こ
の
秦
銭
を
秦
王
室
の
専
鋳
に
か
か
る
も
の
と
す
る
見
解
が
あ

る
が
、
秦
園
政
府
の
名
に
お
い
て
設
行
し
た
に
し
て
も
、
政
府
が
官
櫨
で
溺
占
的
に
鋳
造
し
た
の
で
は
な
く
、

政
府
の
指
導
の
下
に
特
定
の
貨

幣
業
者
が
鋳
造
し
た
も
の
と
見
た
い
。
こ
の
政
府
の
貨
幣
殻
行
、
鐙
柵
銭
樺
の
掌
揮
の
結
果
、

嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
庶
民
の
貨
幣
鋳
造
、
す
な

⑨
 

わ
ち
私
鋳
は
禁
止
さ
れ
た
。

戦
園
時
代
に
は
銅
銭
、
か
護
達
し
、
流
通
園
・
流
通
量
が
擦
大

・
増
加
し
た
が
、

銭
)
の
流
通
に
加
え
て
黄
金
が
債
値
の
授
受
に
使
用
さ
れ
た
。

部
再
或
い
は
陳
再
の
刻
印
を
も
っ
金
版
と
固
形
餅
朕
の
黄
金
、

先
ず
楚
地
で
流
通
し
始
め
、
中
原
の
諸
園
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
る
。

他
方、

と
く
に
楚
地
で
は
金
銭
が
開
設
さ
れ
、
銅
貝
(
蟻
鼻

い
わ
ゆ
る
金
餅

し

中
原
で
は
鑑
(
二
十
雨
)
が
用
い
ら
れ
た
。
黄
金
は
、

黄
金
の
重
量
箪
位
は
楚
園
で
は
斤

(十
六
雨
)
で
あ
っ
た
の
に
封

と
く
に
中
原
諸
園
で
は

E
額
の
贈
興

・
賞
賜
に
用
い
ら
れ
た
が
、
楚
地
で
は
商
取

必
要
な
額
だ
け
切
取
っ
て
授
受
さ
れ
た
ら
し
い
。

と
が
、黄

金
が
戦
闘
諸
閣
に
普
及
す
る
に
つ
れ
て
、
黄
金
の
銅
銭
(
貨
)
に
劃
す
る
、

上
幣
と
し
て
の
地
位
は
動
か
し
難
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
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引
き
に
も
用
い
ら
れ、

戦
闘
末
期
の
秦
闘
で
も
、

鈴
草
位
の
黄
金
を
上
幣
と
し
て
位
置
づ
け、

下
幣
と
し
て
は
牛
雨
の
刻
銘
を
も
っ
銅
銭
(
方
孔
闘
銭
)
を
用
い

そ

の
他
の
珠
玉
・
亀
貝

・
銀
錫
の
類
を
貨
幣
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を
定
制
化
す
る
。

秦
は
前
二
三
一
年
、
韓
を
滅
ぼ
し
頴
川
郡
と
し
て
秦
の
郡
に
編
入
し
た
の
を
手
初
め
に
、

れ
ぞ
れ
を
郡
と
し
て
属
領
に
加
え
て
い
っ
た
か
ら
、
天
下
統
一
の
時
貼
(
始
皇
二
十
六
年
)

そ
の
後
十
年
が
か
り
で
残
る
五
園
を
併
合
し
、
そ

で
郡
鯨
臨
制
か
質
質
的
に
完
成
す
る
。

勿
論
、

統

後

統
一
事
業
の
一
環
と
し
て
改
め
て
郡
燃
股
制
を
整
備
す
る
が

こ
の
外
に
着
手
し
た
統
一
事
業
と
し
て
、

法
令

・
度
量
衡

・
文
字

・

車
軌
の
統
一
、
武
器
の
浪
枚
、

設
な
ど
が
行
わ
れ
る
。

各
園
宮
殿
の
威
陽
へ
の
造
営
、

始
皇
三
十
四
年
に
は
い
わ
ゆ
る
思
想
統
制
が
断
行
さ
れ
、

金
人
の
造
像
を
首
め
、

天
下
の
大
富
豪
の
都
へ
の
集
住
、

そ
の
三
年
後
、

馳
道

・
直
道
の
建

始
皇
三
十
七
年
に
は
貨
幣
の
統

一
が
行
わ



れ
る
。
な
お
、
天
下
統
一

の
翌
年
、

始
皇
二
十
七
年
か
ら

皇
帝
の
巡
行
が
展
開
さ
れ
、

統

一
事
業
の
全
園
へ
の
宣
博
、

定
着
が
は
か
ら
れ

る

こ
の
よ
う
に
秦
の
統
一
事
業

・
政
策
を
歴
史
的
に
概
観
し
て
く
る
と
、
秦
の
統
一
政
策
が

一
律
に
性
急
に
質
施
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

に
臆
じ
て
着
賞
に
検
討
寅
施
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

必
要

十
年
に
及
ぶ
六
園
併
合
の
過
程
に
お
い
て
、
既
に
属
領
と
な
り
郡
勝
に
編
入
さ
れ
た
地
域
に
は
、
郡
守
と
し
て
秦
の
官
僚

・
軍
人
が
走
り
こ

ま
れ
、
統

一
の
足
固
め
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
郡
守
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
人
か
ら
役
人
属
吏
が
選
ば
れ
、

彼
ら
に
よ
っ
て
秦
の
政
策

・

@
 

施
政
方
針
が
そ
の
地
方
に
徹
底
さ
れ
る
。
秦
の
郡
牒
健
制
に
組
み
込
ま
れ
た
地
域
で
は
秦
の
制
度
に
合
せ
た
改
制
が
行
わ
れ
る
。
貨
幣
制
度
に

閲
し
て
い
え
ば
、
各
地
で
秦
の
貨
幣
制
度
を
意
識
し
た
改
襲
が
行
わ
れ
る
。
嘗
時
は
、
金
貨
を
除
い
て
も
、
前
記
の
万
貨

・
布
貨

・
園
銭
・
銅

貝
(
蟻
鼻
銭
〉
の
四
系
統
の
貨
幣
が
そ
れ
ぞ
れ
更
に
数
種
、
或
い
は
地
域
的
な

E
種
を
含
め
て
数
十
種
に
改
饗
さ
れ
、

し
か
も
こ
れ
ら
の
貨
幣
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が
並
用
さ
れ
た
結
果
、
極
め
て
雑
多
な
種
類
の
貨
幣
群
の
流
通
と
な
り
、
貨
幣
経
済
は
混
飢
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
紋
況
の
下

で
、
各
地
の
商
工
業
者
た
ち
は
秦
支
配
下
の
牢
雨
銭
流
通
園
と
の
交
易
そ
の
他
の
便
宜
の
た
め
に
秦
園
の
貨
幣
単
位
を
用
い
た
貨
幣
を
護
行
す

る
。
例
え
ば
越
地
で
は
こ
れ
ま
で
折
を
単
位
と
す
る
布
貨
が
主
と
し
て
流
通
し
て
い
た
が
、
秦
制
に
合
せ
た
貨
幣
と
し
て
一
雨
及
び
十
二
朱
の

@

@
 

銘
を
刻
ん
だ
二
種
類
の
三
孔
布
を
護
行
す
る
。
ま
た
准
水
下
流
域
で
は
重
十
二
朱
銭
(
方
孔
固
銭
)
が
蟻
鼻
銭
と
併
用
さ
れ
る
。
十
二
朱
三
孔

布
は
恐
ら
く
牛
雨
銭
と
同
等
の
債
値
関
係
に
置
か
れ
る
と
と
も
に
、

一
雨
三
孔
布
と
も
ど
も
そ
の
他
の
布
貨
と
の
債
値
関
係
を
調
整
す
る
機
能

を
果
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
重
十
二
朱
銭
も
同
様
の
調
整
基
準
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
一
部
の
貨
幣
の
調
整
作
用
に
よ

っ

て
、
戦
園
末
期
か
ら
秦
代
に
か
け
て
の
貨
幣
経
済
は
雑
多
な
貨
幣
の
流
通
で

一
見
混
乱
し
た
様
相
を
墨
し
な
が
ら
も
、

一
定
の
秩
序
が
興
え
ら

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
雑
多
な
貨
幣
の
流
通
を
背
景
に
両
替
業
務
に
携
わ
る
商
人
が
活
躍
し
た
こ
と
も
十
分
推
測
さ
れ
る
。
事
情
が
全

園
統

一
後
、
直
ち
に
貨
幣
統

一
に
手
を
着
け
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
秦
は
こ
れ
ま
で
通
り
各
地
の
慣

79 
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習
を
存
置
し
棺
百
貨
を
流
通
さ
せ
た
。
し
か
し
か
か
る
貨
幣
の
流
通
状
況
は
、
諸
制
度
の
統
一

を
積
み
重
ね
つ

つ
あ
っ
た
秦
帝
園
に
と

っ
て
は
必

ま
た
商
工
業
者
の
間
で
も
取
引
き
手
緒
き

ず
し
も
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
か

っ
た
に
違
い
な
い
。
賦
税
の
徴
牧
そ
の
他
不
便
が

つ
き
ま
と
う
。

の
簡
素
化
が
商
工
業
の
設
展
を
も
た
ら
す
所
以
で
あ
る
こ
と
に
思
い
至
れ
ば
、
貨
幣
統

一
を
待
墓
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
天
下
統
一
後
十
二

年
、
始
皇
三
十
七
年
、
つ
レ
に
貨
幣
統
一
の
制
度
化
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
決
定
で
は
秦
の
首
領
内
に
流
通
し
て
い
た
銅
銭
、
学
雨
銭
が
統
一

貨
幣
(
下
幣
)
と
さ
れ
、

上
幣
と
し
て
は
斤
を
単
位
と
す
る
黄
金
、

す
な
わ
ち

一
斤
一

金
餅
の
形
に
鋳
成
さ
れ
た
黄
金
が
用
い
ら
れ
る
。
比
較

的
少
額
の
黄
金
の
需
要
に
は
、
鞍
園
楚
閣
以
来
の
金
版
の
使
用
が
認
め
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
こ
の
貨
幣
統

一
の
年
は
始
皇
帝
技
後
の
年
に
嘗
り
、

巡
行
の
途
中
、
皇
帝
は
病
死
す
る
。
末
子
胡
亥
が
倉
卒
の
聞
に
即
位
し
二
世
皇

帝
と
な
っ
た
も
の
の
、
彼
は
こ
の
大
帝
園
を
維
持
す
る
に
は
除
り
に
若
す
ぎ
凡
庸
す
ぎ
た
。
彼
は
自
己
の
地
位
の
安
定
の
た
め
に
諸
公
子

・
公

主
を
殺
し、

李
斯
を
始
め
と
す
る
重
臣
を
雌
刑
粛
清
し
た
揚
旬
、

民
反
乱
が
勃
設
す
る
と
、
彼
は
そ
の
庭
置
を
誤
ま
り
群
雌
蜂
起
を
招
く
。
迭
に
秦
帝
閣
は
内
外
の
混
飢
の
中
に
崩
壊
す
る
。
統

一
貨
幣
制
度
は

周
到
な
普
及
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
な
く
混
乱
の
中
に
放
置
さ
れ
る
。
結
局
、
奈
の
定
め
た
統
一
貨
幣
制
度
は
殆
ん

定
め
ら
れ
た
も
の
の
、

却
っ
て
宮
廷
内
の
質
権
を

官
官
超
高
に
奪
わ
れ
る
。
翌
(
二
世
元
)
年
、
農
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ど
機
能
し
な
い
ま
ま
、

漠
帝
園
に
縫
承
さ
れ
、
漢
帝
園
に
よ

っ
て
普
及
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

註①

宋
絞
五
氏

『西
淡
貨
幣
史
初
稿
』
第
三
章

二
四
頁
。

②

「
金
餅
考
|
戦
闘
・
秦
漢
の
金
貨
に
闘
す
る

一
考
祭
|
」

『東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
五
三
郎
)
。

③

「
金
版
輿
金
餅
|
楚
漢
金
幣
及
其
有
閥
問
題
」
(
『
考
古
間
半
報
』一

九

七
三
年
第
二
期)。

@

方
館
氏
「
我
図
最
早
的
金
質
貨
幣
制
作
方
法

L
q文
物
』
一
九
五
九
年

丙
、
上
幣
奥
下
幣
、

(
東
京
大
事

第
十
期
)
。
刻
印
方
法
は
邸
愛
(
百
円
)
と
陰
刻
さ
れ
た
銅
製
の
印
(
ト
ラ

ッ
セ
ル
)
を
金
板
に
笛
て
て

一
印
ず
つ
槌
で
叩
き
刻
印
す
る
も
の
で
あ
っ

た
ら
し
い
。

⑤

林
巳
奈
夫
氏
「
戟
園
時
代
の
重
量
車
位
」
(『史
林
』
五
一l
l
一己。

@

金

版
は
こ
れ
ま
で
特
定
の
形
態

・
重
量
は
な
く
、
必
要
に
態
じ
て
タ
ガ

ネ
で
切
取
って
使
用
す
る
、
い
わ
ゆ
る
秤
量
貨
幣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

き
た
。
そ
れ
は
不
整
形
の
金
板
の
上
に
印
を
捺
ハ
刻
〉
し
た
も
の
が
殆
ん
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ど
だ
か
ら
で
あ
る
。
省
時
の
楚
地
の
金
属
技
術
が
未
熟
で
方
形
の
金
板
が

作
ら
れ
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
ま
た
殿
密
に
穂
積
を
計
量
の

上
で
鋳
成
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
使
用
に
際
し
て
は
法
馬
で

秤
量
す
る
こ
と
で
も
あ
り
(
高
至
喜
氏
「
湖
南
楚
墓
出
土
的
天
卒
興
法
馬」

『
考
古
』
一
九
七
二
年
第
四
期
)
、
正
確
な
方
形
の
金
板
を
作
ろ
う
と
の

意
闘
を
も
た
ず
、
一
定
の
純
度
の
、
一
定
の
穂
積
の
金
汁
を
垂
ら
し
、
そ

れ
に
刻
印
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
長
沙
出
土
の
泥
版
に

は
一
挟
十
六
印
の
も
の
が
数
例
存
在
す
る
(
安
志
敏
氏
「
金
版
輿
金
餅」

園
七
参
照
)
。
こ
れ
ら
の
泥
版
に
よ
っ
て
考
え
る
と
、
泥
版
は
墓
中
に
副

葬
す
る
目
的
で
、
特
に
敬
度
の
念
を
こ
め
て
製
作
さ
れ
、
し
か
も
製
作
し

易
い
泥
製
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
泥
版
は
嘗
時
の
金
版
の
あ
る
べ

き
標
準
的
な
姿
を
完
援
な
形
で
侍
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

か
ら
判
断
す
る
と
、
金
版
に
は
十
六
印
一
換
の
標
準
が
あ
っ
た
よ
う
に
見

う
け
ら
れ
る
。

ま
た
最
近
出
土
し
た
金
版
一
決
の
卒
均
重
量
が
二
六
八
E
(
安
徽
出
土

金
版
)
・
二
四
八
g

(快
西
出
土
金
版
)
を
示
す
事
貨
が
安
氏
に
よ

っ
て

紹
介
さ
れ
て
お
り
(
前
掲
論
文
〉
、
こ
れ
ら
重
量
が
楚
墓
出
土
の
銅
製
法

馬
の
一
斤
の
重
量
(
二
五
一
・
五
g
)
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
そ

の
主
要
な
流
通
地
楚
園
で
は
秦
帝
園
と
同
じ
重
量
車
位
斤
を
用
い
、
金
版

一
挟
は
斤
を
軍
位
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

も
し
十
六
印
一

決
が
金
版
の
標
準
的
な
姿
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
十
六

印
一
決
の
金
版
は

一
斤
前
後
で
あ
り
、
一
印
は
そ
の
十
六
分
の
て

約
十

六
E
、
一
雨
前
後
の
重
量
を
表
わ
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑦

閥

野

雄
氏
前
掲
論
文
五
一
頁
。

③
阜
陽
地
匡
展
覧
館

「
安
徽
阜
陽
地
直
出
土
的
楚
函
金
需
」
(『
考
古
』

一
九
七
三
年
第
三
期
)
。
李
家
浩
氏
「
試
論
畿
圏
時
期
楚
図
的
貨
幣
」

〈向

上〉。

③
安
士
山
敏
氏
前
掲
論
文
。

⑮
向
上
。

⑪
閥
野
雄
氏
前
掲
論
文
。

⑫
湖
南
省
博
物
館
「
長
沙
南
郊
砂
子
塘
漢
墓
L

(

『
考
古
』

一
九
六
五
年
第

三
期
)
。
閥
野
雄
氏
寸
金
餅
考
」
(
前
掲
〉
所
掲
出
土
資
料
問
・
加
・
幻
参
照
。

⑬
安
志
敏
氏
前
掲
論
文
二
、
金
餅
。
中
園
科
事
院
考
古
研
究
所
満
城
設

掘
陣
「
満
城
漢
墓
護
掘
紀
要
」
(
『
考
古
』
一

九
七
二
年
第
一
期
)
。

⑬
金
版
の
流
通
期
間
の
下
限
を
ど
こ
に
置
き
、
そ
の
代
替
者
を
何
に
求
め

る
か
、
に
つ
い
て
の
管
見
を
以
下
に
記
そ
う
。

既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
金
餅
に
は
大
小
二
種
類
の
も
の
が
存
在
し
た

が
、
金
版
と
交
替
関
係
に
立
っ
た
の
は
、

結
論
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
小
金

餅
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
貼
に
闘
し
て
我
々
に
有
盆
な
示
唆
を

輿
え
て
く
れ
る
の
は
武
帝
の
元
鼎
四
年
に
亡
く
な
っ
た
中
山
王
劉
勝

(
・

貸
繕
)
の
墓

(
満
城
墓
〉
か
ら
出
土
し
た
六
九
個
の
小
金
餅
で
あ
る
。
こ

の
小
金
餅
は
報
告
に
よ
る
と
、
純
度
九
六
%
の
良
質
の
金
か
ら
成
り
、

重

量
は
先
述
の
よ
う
に
大
慢
一
六
J
一
七
E
、
約
一
雨
で
あ
る
。
こ
の

一
六

E
と
い
う
重
量
は
先
に
紹
介
し
た
標
準
の
金
版

一
印
と
略
同
じ
重
量
に
笛

る
。
こ
の
こ
と
は
小
金
餅
と
と
も
に
出
土
し
た
貨
懲
が
五
銑
銭
で
あ
る
こ

と
と
と
も
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
馬
王
堆
一
鋭
墓
か
ら
邸
務
の
泥
版

と
と
も
に
目
録
半
雨
銭
の
泥
銭
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
と
制
割
腹
す
る
か
ら

で
あ
る
。

小
金
餅
は
ま
だ
満
城
墓
か
ら
し
か
褒
現
し
て
い
な
い
の
で
、
断
定
的
な

こ
と
は
い
え
な
い
が
、

- 81ー
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金
版
・
金
餅
|
泥
版
・
泥
餅

・
泥
中
十
雨
|
金
餅
・

五
銑
銭

/
小
金
餅

・
五
鉢
銭

と
い
う
出
土
例
の
パ
タ
ー
ン
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
て
判
断
す
れ
ば
、

そ
の
使
用
〈
流
通
)
期
間
の
上
限
は
武
帝
期
を
測
ら
ず
、
(
大
〉

金
餅

・

五
鉢
銭
と
併
用
さ
れ
流
通
し
た
と
見
ら
れ
る
。

先
述
の
よ
う
に
金
版
は
一
枚
の
金
板
に
ぎ
っ

し
り

一
六
印
前
後
の
邸

稽
・
陳
柄
の
印
が
捺
さ
れ
、
使
用
に
際
し
て
は
必
要
に
感
じ
て
金
板
を
切

断
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
現
存
の
金
版
を
見
る
と
、
必
ず
し
も
目

的
の
大
き
さ
に
確
貨
に
切
取
れ
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
例
え
ば

一
雨
一
印
の
金
片
を
切
取
る
の
に
も
技
術
を
要
し
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う

に
不
確
貨
で
煩
演
な
作
業
を
取
引
き
の
度
毎
に
繰
り
返
す
の
は
不
便
で
あ

る。

一
々
切
断
す
る
必
要
の
な
い
一

一同
軍
位
の
小
金
餅
を
作
る
方
が
逢
か

に
便
利
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
理
由
で
一

一陶
を
単
位
と
す
る
小
金

餅
が
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
小
金
餅
が
生
れ
る
ま
で
に
は
、

金
版
の
制
作
に
も
試
行
錯
誤
が
繰

り
返
さ
れ
、
一
印
一
雨
の
数
倍
(
約
四

・
五
倍
)
の
邸
籾
が
作
ら
れ
た
こ

と
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
馬
王
堆
一
蹴
墓
出
土
の
泥
版
は

一
挟
三
印
の
郭
稽

(
印
)
か
ら
成
っ
て
お
り
、
(
漢
)
文
帝
期
に
は
こ
の
よ
う
な
金
版
も
作

ら
れ
使
用
さ
れ
た
ら
し
い
。
従
っ
て

一
印

一一悶
軍
位
の
金
版
か
ら
小
金
餅

へ
と
い
う
例
式
は
間
単
純
に
は
成
立
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
雨
と
い

う
悩
値

・
重
盆
は
取
引
き
の
躍
位
と
し
て
も
利
用
度
の
高
い
大
き
さ
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
金
餅
に
も
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

見
て
く
る
と
、
金
版
に
代
っ
て
小
閥
単
位
の
策
金
と
し
て
流
通
し
た
の
は
小

金
餅
で
あ
っ
た
と
結
論
し
て
差
支
え
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

但
し、

金
餅

・
小
金
餅
の
併
用
で
そ
れ
ぞ
れ
倒
値
の
大
き
さ
に
隠
じ
た

使
い
分
け
が
比
較
的
自
由
に
な

っ
た
と
は
い
っ
て
も
、
質
際
の
取
引
き
で

は
必
要
な
償
値
の
大
き
さ
に
更
に
切
断
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
は
十

分
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、

今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
は
、

金
版
が
主
と
し
て
江
滋
地
方
で

出
土
す
る
の
に
封
し
、
小
金
餅
が
華
北

(河
北
満
域
〉

で
愛
現
し
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
出
土
地
の
隔
り
か
ら
、
金
版
と
小
金
餅
を
交
替
側

係
に
お
く
こ
と
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
今

後
の
中
閣
の
考
古
田
学
的
成
果
に
期
待
し
た
い
。

⑬
威
陽
市
樽
物
館

「
威
陽
市
近
年
設
現
的
一
批
秦
漢
遺
物
」
(『考
古
』

一

九
七
三
年
第
三
期
〉
。
張
先
得
氏

「
懐
柔
賂
崎
峰
茶
公
一
佐
渡
現
漢
代
馬
蹄

金
」
(『
文
物
』

一
九
七
六
年
第
六
期
)。
李
正
徳

・
侍
嘉
儀

・
兎
華
山
氏

「西
安
漢
上
林
苑
設
現
的
馬
蹄
金
麟
祉
金」

(『
文
物
』

一
九
七
七
年
第
十

一期)。

⑮

安

士
心
敏
氏
前
掲
論
文
七
八
頁
。

⑫

湖

南

省
博
物
館

・
中
園
科
事
院
考
古
研
究
所
編
輯

『長
沙
馬
王
堆

一
蹴

漢
墓
』
上
集
八
陶
際
。

⑬
威
陽
博
物
館
「
威
陽
市
近
年
震
現
的

一
批
秦
漢
遺
物
」
(
前
掲
)
阿
版

一O
。

⑬
第
二
章
註
@
参
照
。

③
『
中
園
貨
幣
史
』
(
一
九
六
五
年
増
補
版
)
第
一
章
第
二
節、

三

秦

始
皇
統
一
中
園
的
幣
制
。

⑫

東

方

考
古
風
干
叢
刊
第
一
冊
『
綾
子
宮
』
六
一ニ
頁
。
第
二
冊

『牧
羊
城
』

一
九
頁
。

②

藤

臼

亮
策
氏

「
朝
鮮
夜
見
の
明
万
銭
と
其
遺
蹟
」
〈
『
朝
鮮
考
古
筆
研

究』〉

二
六
三
頁
。

王
統
鈴
氏
『
我
園
古
代
貨
幣
的
起
源
和
愛
展
』
七
五
一貝。
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③
「
漢
初
の
文
化
に
お
け
る
戦
園
的
要
素
に
つ
い
て
」
(
『
中
園
考
古
田
学
研

究』〉。

⑧

「
先
秦
貨
幣
雑
考
」
(
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
七
冊
〉
八
三
頁
。

③
英
祭
曾
氏
「
中
図
古
代
的
銭
幣
」
(『
考
古
遇
訊
』
一
九
五
六
年
第
四

期)。

⑧
貌
仁
華
氏
「
河
南
南
陽
愛
現
一
批
秦
漢
銅
銭
」
(
『
考
古
』

一
九
六
四
年

第
十
一
期
)
。

@
「
中
園
の
古
代
貨
幣
」
(
『
古
代
史
講
座
』
第
九
谷
)
一
二
六
六
頁
。

③

「
金
餅
考
|
載
園
・
秦
漢
の
金
貨
に
闘
す
る
一
考
察
l
」

(
前
掲
)
六

二
頁
。

@

こ
の
駄
に
脱
し
て
は
い
わ
ゆ
る

『
雲
夢
秦
簡
』
、
す
な
わ
ち

『
睡
虎
地
秦

墓
竹
筒
』
治
獄
程
式
(
同
『
文
物
』
一
九
七
六
年
第
八
期
〉
に
次
の
よ
う

な
史
料
が
あ
る
。
雲
夢
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組
の
終
文
に
よ
る
と
、

口

口

〔

愛
〕
書
、
某
里
士
伍
甲
・
乙
縛
詣
男
子
丙
・
了
及
新
銭
百
一

十
銭
銭
二
合
、
告
回
、
丙
資
鋳
此
銭
、
丁
佐
鈴。

甲
乙
捕
索
其
室
而
得
此

銭
銘
、
来
詣
之
。

と
見
え
る
。
い
わ
ば
盗
銘
に
射
す
る
慮
罰
の
例
案
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ

れ
ば
秦
で
は
貨
幣
を
盗
(
私
)
録
し
た
場
合
、
鋳
造
し
た
貨
幣
を
浪
曲
帆
す

る
だ
け
で
な
く
、
盗
鈴
者
を
首
犯
・
従
犯
に
分
け
て
廃
罰
し
た
こ
と
が
窺

え
る
。
秦
政
府
が
法
律
で
そ
の
鋳
銭
繍
慣
を
怒
っ
て
い
た
こ
と
を
一
示
す
貴
重

な
史
料
と
い
え
よ
う
。

③

鄭

家
相
氏

『
中
園
古
代
貨
幣
設
展
史
』
(
二

O
二
頁
)
は
こ
の
駄
に
つ

い
て
、
「
漢
の
高
祖

・
文
帝
の
時
代
で
も
、
周
・
秦
の
奮
規
を
承
け
て
銭

貨
鍛
造
は
人
民
に
任
さ
れ
て
い
た
・

:・。

秦
始
皇
が
統
一
す
る
に
至
っ

て

も
、
:
:
:
貨
幣
鋳
造
樺
は
な
お
集
中
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
い

っ
て
い
る
。

し
か
し
法
律
で
私
鈴
を
禁
じ
て
い
る
以
上
、
鋳
造
猶
そ
の
も
の
は
秦
政
府

が
握
っ

て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

秦
で
は
政
府
の
許
可
を
受
け
た

特
定
の
業
者
が
貨
幣
の

鋳
造
を
行
な
っ
て
い
た
と
見
る
の
が
穏
嘗
で
あ

ろ
う
。

③

鄭
家
相
氏

「
廃
代
銅
質
貨
幣
冶
鈴
法
筒
説
」
(
『文
物
』
一

九
五
九
年
第

四
期
)
。

③

雲

夢

秦
簡
後
理
小
組
「
雲
夢
秦
簡
稼
文
口
」
(『
文
物
』

一
九
七
六
年
第

七
期
)
。
同

『
腫
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
秦
律
十
八
種。

③

沈
仲
常

・
王
家
祐
氏
「
記
四
川
巴
蘇
冬
勢
編
出
土
的
古
印
及
古
貨
幣」

(『
考
古
通
訊
』

一
九
五
五
年
第
六
期
)。
主
家
祐
氏
「

4

牢
南
二
銭
年
代
問

題
l
粂
輿
遜
時
先
生
商
権
」
(『考
古
』
一

九
六
二
年
第
十
期
)。

⑧

『
史
記
』
卒
準
書
の
構
成
に
閥
し
て
は
、
こ
れ
と
全
く
立
場
を
異
に
す

る
見
解
が
あ
る
。
梁
玉
縄

『
史
記
志
疑
』
(谷
十
六
、

卒
準
書
第
八
〉
は
、

司
馬
遜
は
武
帝
の
政
策
に
射
す
る
暗
歎
の
批
剣
の
意
図
を
、
そ
の
末
尾
で

秦
始
皇
帝
の
功
利
の
耐
を
叙
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
放
果
的
に
す

べ
く
、

敢
え
て
こ
の
よ
う
な
構
成
を
と
っ
た
の
だ
、
と
す
る
。
し
か
し
後

文
で
論
ず
る
よ
う
に
、
貨
幣
制
度
史
に
闘
す
る
司
馬
遜
の
史
料
採
取
の
態

度
か
ら
推
測
す
る
と
、
彼
に
そ
れ
ほ
ど
周
到
な
用
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

は
疑
問
で
あ
る
。
加
藤
繁
氏
(『
史
記
卒
準
書

〈
・
漢
書
食
貨
士
心)
隷
註
』

註
二
四
ニ
〉
も
い
う
よ
う
に
、
や
は
り
こ
の
構
成
は
前
後
順
序
を
改
め
る

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

③

楊

樹
迷

『
漢
書
綴
管
』

(
一
一
一一
一
頁
)
は
こ
の
記
事
を
、

「
葉
し
今
文

詩
説
を
用
い
し
も
の
な
ら
ん
」
と
す
る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
は

『
漢
書
』
慈

文
志
、
道
家
者
流
所
載
の
「
太
公
」
二
百
三
十
七
篇
を
用
い
た
も
の
と
忠

わ
れ
る
。
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太
公
二
百
三
十
七
筋
、
(
呂
室
翁
周
師
向
父
、
本
有
道
者
、
或
有
近
住

叉
以
箆
太
公
術
者
所
繍
加
也
。〉

謀
八
十
一
筋
、
言
七
十
一
筋
、
兵
八
十
五
筋
。

と
あ
る
。
「
太
公
」
は
勿
論
亡
供
し
て
現
在
で
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
が
、

こ
の
記
事
の
内
容
が
古
維
で
な
い
の
は
、
恐
ら
く
「
近
世
の
太
公
の
術
を

治
め
た
者
の
槍
金
」
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

③
劉
光
資
「
前
漢
書
食
貨
士
心
注
」
下
は
、

郎
子
の
混
聞
を
玩
ず
る
に
、
景
王
は
大
銭
を
作
り
て
以
て
氏
財
を
奪
う
な

り
。
百
姓
安
ん
ぞ
よ
く
利
を
蒙
ら
ん
。
此
成
の
結
語
は
上
と
相
態
.
せ
ず
。

且
つ
景
王
は
利
民
の
君
に
あ
ら
ず
c

疑
う
ら
く
は
班
史
認
れ
る
な
ら
ん
。

と
い
う
。
採
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

$
彰
信
威
氏
『
中
園
貨
幣
史
』
(
増
補
版
)
第

一
章
第
二
節
三
、
八
一

頁
。
ま
た
加
藤
繁
氏

「
周
景
王
鉛
銭
説
話
批
判
」
(
『
支
那
経
済
史
考
設
』

上
)
は
「
大
銭
の
文
を
質
貨
と
い
う
の
は
、
王
芥
以
後
、
後
部
初
期
に
か

け
て
行
わ
れ
た
俗
説
で
あ
っ
て
、
判
明
書
食
貨
志
の
大
銭
の
文
に
闘
す
る
記

述
は
、

こ
の
世
上
の
俗
説
を
採
用
し
た
の
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
。
拙
稿

「
先
索
時
代
の
方
孔
闘
銭
に
つ
い
て
」
(『
史
林
』
五
六

l
四
)
参
照
。

③
朱
活
氏
「
論
秦
始
自
主統
一
貨
幣
」
(
『
文
物
』
一
九
七
四
年
第
八
期
)
。

@
『
波
書
』
律
勝
士
山
上
に
は
礎
制
と
し
て
鉢
・
雨
・
斤
・

鈎

・
石
か
ら
成

る
重
量
箪
位
を
穆
げ
て
い
る
。
し
か
し
出
土
し
た
秦
の
斤

・
鈎
・
石
の
一
一
一

椴
擦
の
重
量
が
時
ぼ
『
漢
書
』
律
勝
志
の
記
述
と

一
致
す
る
と
こ
ろ
か
ら

推
測
す
る
と
、
漢
は
秦
の
度
量
衡
制
度
を
濁
自
の
改
制
を
加
え
る
こ
と
な

く
綴
承
し
た
も
の
ら
し
い
。
さ
れ
ば
律
暦
志
に
述
べ
ら
れ
た
制
度
は
、

既

に
奈
の
度
量
衡
統

一
の
際
、
天
下
に
施
行
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
(
呉
承
洛
氏
『
中
園
度
量
衡
史
』
一
四
五
頁
参
照
〉
。

な
お
、
顔
飾
古
は
該
係
下
に
注
し
て
、
(
漢
元
年
)
張
良
が
高
祖
か
ら

黄
金
百
溢
(
鉛
)
を
賜
っ
た
と
い
う
記
事
を
穆
げ
、
漢
初
に
も
盗
が
用
い

ら
れ
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
史
料
は
、
一
見
、
管
見
に
封
す
る
強
力
な
反

諮問
に
な
り
得
る
が
、
し
か
し
こ
の
記
事
も
文
字
通
り
に
受
取
る
必
要
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
歴
史
叙
述
に
純
名
や
哲
抑
制
(
名
)
が
庇
ば
用
い
ら

れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
そ
の
雅
名

・
替
相
梢
が
用
い

ら
れ
た
と
考
え
得
る
し
、
ま
た
張
良
自
身
、
秦
政
府
に
強
い
敵
針
感
情
を

懐
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、

高
間
が
張
良
の
た
め
に
敢
え
て
強
制
を
用
い
た

と
も
解
さ
れ
る
が
、
こ

の
場
合
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
統

一
貨
幣
制
度
が

制
定
さ
れ
て
ま
だ
日
も
浅
く
、

高
組
自
身
も
馴
染
ん
で
い
な
か

っ
た
と
解

す
る
方
が
穏
省
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
事
情
も
あ
っ
て
、
都
名
が
偶
ま

用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
勢
論
か
ら
す
れ
ば
、
漢
が
秦
の
度
量
衡
制
を
継
承
し
た
と
認
め
ら
れ

る
以
上
、
秦
の
統

一
以
来
、
こ
の
統
一
度
笠
衡
は
綴
蹴
倒
し
て
用
い
ら
れ
、

始
由
主末
年
の
統
一
貨
幣
制
に
も
採
用
さ
れ
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

ろ
う
。

⑬

『

史

記
』
秦
始
自
主
本
紀
の
末
尾
に
も
、
「
悪
文
王
二
年
、
初
行
銭
」

と

見
え
る
。

@
六
図
年
表

始
皇
三
十
七
年
の
僚
の
全
文
は
、

三
十
七
年
、
帝
之
曾
稽

・
浪
邪
、
還
至
沙
丘
街
。
子
胡
亥
立
、

震
二
世

皇
帝
、
殺
蒙
情
、
道
九
原
入
。
復
行
銭
。

で
あ
る
。
上
の
書
き
方
か
ら
、
「
復
行
銭
」

を
二
世
皇
帝
の
事
業
と
し、

始
皇
帝
の
牟
雨
銭
を
改
定
(
?
)
し
た
も
の
と
解
す
る
人
も
あ
る
(
沈
仲

常

・
王
家
砧
氏

「
記
四
川
巴
豚
冬
多
編
出
土
的
古
印
及
士
口
貨
幣
」
(『
考
古

通
訊
』

一
九
五
五
年
第
六
期
U

。
し
か
し
二
世
皇
帝
卸
位
の
記
事
は
始
皇
帝
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の
山
間
御
に
引
か
れ
て
記
録
さ
れ
た
ら
し
く
、
嘗
時
の
紋
況
を
想
起
し
て
も
、

二
世
皇
帝
に

貨
幣
改
制
を
は
か
る
徐
裕
な
ど
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
恐
ら
く
「
復
行
銭
」
は
二
世
の
卸
位
と
は
別
系
統
の
記
事
で
あ
り
、

む
し
ろ
始
皇
帝
の
巡
行
と
併
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
う
。

@
古
く
は
、
馬
昂
『
貨
布
文
字
放
』
各
四
、
近
人
で
は
宋
絞
五
氏

『
西
漢

貨
幣
史
初
稿
』
、
比
較
的
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
と
こ
ろ
で
は
李
剣
農
民

『
先
秦

雨
漢
経
済
史
稿
』
ら
が
こ
の
解
稗
を
採
っ
て
い
る
。

@
鄭
家
相
氏
『
中
園
古
代
貨
幣
護
展
史
』
九

O
頁
。
閥
野
雄
氏
「
布
銭
の

出
土
地
と
出
土
状
態
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
摩
報
』
四
一

l
一一〉。

⑬
曾
我
部
静
雄
氏
「
中
園
に
お
け
る
銭
貨
の
起
源
」
(
『
中
園
枇
曾
経
憐
史

の
研
究
』
)
。
拙
稿
「
先
秦
時
代
の
方
孔
園
銭
に
つ
い
て
」
(『
史
林
』
五
六

|
四
)
。

@
朱
活
氏
「
論
秦
始
皇
統
一
貨
幣
」
(
『
文
物
』

一
九
七
四
年
第
八
期
)
。

⑮
主
統
鈴
氏
『
我
闘
貨
幣
的
起
源
和
毅
展
』
四
0
・
七
七
頁。

⑫
註
③
③
参
一昭
一
。
秦
で
は
貨
般
市
鍛
造
織
は
政
府
が
優
っ
て
い
た
が
、
そ
の

鋳
造
は
特
定
の
一
専
門
業
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
従
っ
て
特
権
・

資
格
を
持
た
な
い
庶
民
が
許
可
な
く
鍛
造
し
た
場
合
に
は
魔
罰
さ
れ
た
。

ま
た
秦
は
六
園
併
合
の
過
程
で
秦
と
は
事
情
を
異
に
す
る
地
域
を
支
配
下

に
加
え
た
場
合
に
も
、
醤
該
地
域
の
醤
償
を
愈
重
し
、
こ
れ
ま
で
鈴
遁
に

従
事
し
て
い
た
業
者
の
特
権
を
認
め
、
従
来
通
り
彼
ら
に
貨
幣
鍛
造
を
許

可
す
る
一
方
、
一
般
庶
民
の
貨
幣
鋳
造
を
禁
じ
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
黙

に
つ
い
て
は
上
の
『
雲
夢
秦
筒
』
治
獄
程
式
の
例
案
と
と
も
に
次
の
史
料

が
参
考
に
な
ろ
う
。

楚
漢
春
秋
田
、
項
梁
陰
養
生
土
九
十
人
。
参
木
者
所
奥
計
謀
者
也
。

木
、
伴
疾
、
於
室
中
銭
大
銭
、
以
具
甲
兵
。
(『
太
卒
御
覧
』
谷
八
三
五
、

資
産
部
十
五
、
銭
上
〉

と
あ
る
。
秦
代
に
は
庶
民
の
臨
時
銭
が
犯
罪
行
篤
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺

え
よ
う
。

⑬

田

畠
五
氏
「
秦
園
法
家
路
縫
的
凱

歌

讃

雲
夢
出
土
秦
筒
札
記」

(『
文

物
』
一
九
七
六
年
第
六
期
)
。

雲
夢
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組
「
雲
夢
秦
筒
稼
文
付

『南
郡
守
騰
文
書
』

『震
吏
之
道
』
」
(
『
文
物
』

一
九
七
六
年
第
六
期)。

こ
の
史
料
は
昭
王
二
九
(
前
二
七
八
)
年
に
秦
の
郡
燃
に
編
入
さ
れ
た

南
郡
の
統
治
の
様
相
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
始
皇
の
天
下
統

一
の
過
程

で
も
同
様
の
方
法
が
採
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

⑬

関
野
雄
氏
「
三
孔
布
線
疑
」
(『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
四
五
冊
)
。

@
方
孔
悶
銭
「
重
十
二
朱
(
鉱
)
」
銭
は
こ
れ
ま
で
秦
銭
で
且
つ
牢
雨
銭
の

租
型
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た

(関
野
雄
氏
「
「重

一
一
同
十
四
一
珠
」
銭
に

つ
い
て
」

『中
園
考
古
穆
研
究
』
四

一
O
頁
〉。

し
か
し
こ
の
銅
銭
の
刻
銘

の
中
、

重
と
朱
の
二
字
は
秦
銭
の
そ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
重
字
は
秦
築

・

秦
隷
の
い
ず
れ
に
も
合
致
し
な
い
。

秦
資
璃

『
遺
後
録
』
袋
三
下
に
は
こ
の
銅
銭
が
段
鼻
銭
と
と
も
に
徐
州

南
域
外
か
ら
出
土
し
た
事
賞
を
紹
介
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
事
賢
か
ら
判

断
す
る
と
、
こ
の
方
孔
園
銭
は
秦
と
は
文
化
闘
を
異
に
す
る
東
方
の
地
で

緩
行
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
前
稿
「
先
秦
時
代
の
方

孔
圏
銭
に
つ
い
て
」
(
前
掲
)
で
は
こ
の
重
十
二
朱
銭
を
秦
銭
の
系
列
に

位
置
づ
け
て
論
じ
た
が
、
こ
こ
で
そ
の
誤
謬
を
訂
正
し
た
い
。
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On Ch'in Shih Huang's 秦始皇Standardization of Currency

Iｎａｈａ Ｉｃｈｉｒｏ

　　

The fact that Ch'in's Shih Huang-ti 始皇帝standardized currency

has been regarded as common knowledge in the field of Oriental history･

However, since　many post-liberation ｅχcavation　reports have made　it

clear that Ch'in's pan-liang･chien半雨銭is limited to Shensi 訣西and

Szechwan四川, the reliability of such works as the Ｓｈ仇硫伍｢史記｣，

p'ing-chun-shu平準書and Ｈａｎｓhｕr漢書｣, shih-huo-chih食貨志has

been called into question. However, when we ｅχamine closely the most

basic p'ing-chun-shu, we see that originally the account of the ＳｈｉｈＣｈ仇

itself does not touch upon the standardization of currency in Ch゛in, but

rather simply describes the currency situation in the Ch'in kuo 秦國or

the Ch'in region. Consequently, against this background, discussion of

Shih

　

Huang-ti's standardization of currency itself becomes　problematic.

In this article, basing my research on the Shih chih　ａｎｄthe lｕ･kuo-nien-

piao六國年表，ｌ place the Ch'in standardization of currency in Shih

Huang-ti's thirty･seventh year. The reason why the standardized currency

did not spread was that in the year this institution was established Shih

Huang-ti died, and thereafter the empire followed ａ course toward disorder

and collapse, and in the end, s11伍cient measures to insure its spread could

not be taken.

- ４－


